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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 

原子力の自主的安全性向上ワーキンググループ 

第9回会合 

日時 平成２６年２月５日（水）１７：００～２０：００ 

場所 経済産業省本館 17階国際会議室 

 

 

○安井座長  

 それでは、定刻でございますので、ただいまから総合資源エネルギー調査会原子力小委

員会、第９回目となります原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググループを開催

させていただきます。 

 本日はご多忙中のところ、出席をいただきましてまことにありがとうございます。 

 またまた本日、長丁場でございまして、終了予定８時ということでございまして、まこ

とに申しわけございませんが、例によりまして、机の上に軽食が用意してございますので、

議事進行中でも結構でございますので、適宜お召し上がりいただきながら参加していただ

ければと思います。 

 それでは、最初にお手元にお配りしております資料の確認、並びに委員の出席状況を事

務局からお願いします。 

○事務局 

 お手元に配付資料一覧、議事次第、委員等名簿、さらに資料１から資料５－２までお配

りしております。資料が抜けているような場合には、お知らせいただければと思います。 

 資料の１については、１から３まで等、今回は枝番が多くなってございます。 

 それから、本日は井上委員、尾本委員、古田委員、八木委員がご欠席と伺っております。 

 それでは、まず、本日ゲストとしてお招きしておりますゲストスピーカーの方々のご紹

介を、簡単に私のほうからさせていただきます。 

 まず、ＥＰＲＩからは、原子力担当副社長でおられるウィルムスハースト様。それから、

原子力部門の上級技監でおられるヤン様にお越しいただいております。 

 お手元には、資料３－２ということで、ウィルムスハースト様の経歴について用意させ

ていただいております。簡単にご紹介いたしますと、英国、イギリスの海軍工科兵学校で

学士を取られて以来、イギリスで原子力に関係する学位を極められておりまして、アメリ
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カにおいてもＴＭＩの１号機、あるいは英国でのＳｉｚｅｗｅｌｌ Ｂでのエンジニアリ

ング及び保守関連のお仕事をなされていたご経験がございます。 

 また、こういった民間の原子力プログラムに加わる以前には、１３年間、英国の海軍で

原子力潜水艦の技術将校としてご活躍されたご経歴をお持ちであります。 

 現在、ＥＰＲＩにおいて、ご紹介しましたとおり、原子力分野の最高責任者、そしてＥ

ＰＲＩの副社長を務めておられます。 

 また、ＩＮＰＯからは国際部長でおられるスピナート様にお越しいただいております。

スピナート様のご経歴につきましては、資料５－２ということで、お手元に配らせていた

だいております。 

 スピナート様も２ページ目のほうにございますが、米国海軍でエンジニアリング監督ス

ーパーバイザーのご経歴をお持ちでございまして、ＴＭＩの２号機をはじめ、原子力発電

所でのエンジニアとしてのご経歴を持って、１９８８年からＩＮＰＯに参加されておりま

す。また、ＩＮＰＯに加われた後、ＷＡＮＯでのお立場も持ちながら、原子力発電所のオ

ペレーションの安全向上に向けた取り組みに深くかかわってこられた方々でございます。 

 本日は、ウィルムスハースト様、ヤン様、スピナート様、遠方よりお越しいただいて、

まことにありがとうございます。 

 また、皆様のお手元に、今回も同時通訳のイヤホンを置かせていただいております。日

本語はチャンネル１、英語についてはチャンネルの２となっております。傍聴の方も、御

退席の際にはレシーバーを座席に置いてお帰りいただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 本日の議題でございますけれども、安全性向上に必要な仕組み及び軽水炉の安全研究に

ついて、その２ということでございまして、本日の概略をご説明いたしますと、前回にな

りますけれども、関村委員から安全性向上に必要な軽水炉の安全研究に関連して、包括的

なプレゼンをいただきました。その議論を深める方向でございまして、最初に事務局から

日本の軽水炉の安全研究の現状、それから、原子力規制当局と利用関連機関の共同研究に

関する米国の事例ということを簡単に紹介させていただきます。 

 それから、お二人のゲストスピーカーと、それから上塚委員でございますが、まず、ウ

ィルムスハースト様からＥＰＲＩの活動を具体的にご紹介をいただき、米国の状況という



 -3- 

ものをお示しいただきたいと思います。 

 続きまして、上塚委員からＪＡＥＡにおけます軽水炉の安全研究につきましてご紹介を

いただこうと思っております。その後、質疑、議論を行いまして、以上、前半でございま

すが、でき得るならば、１８時台、１９時前には終わって、次の後半に移りたいと思って

おります。 

 また、後半の議題でございますが、これまでワーキンググループの議論でたびたび取り

上げられてまいりましたが、ＩＮＰＯにおける産業界の自主的安全向上に向けた取り組み

につきまして、ゲストスピーカーのスピナート様からご紹介をいただきまして、同様に議

論を行いたいと考えております。 

 ということで、一応、終了予定は２０時でございます。 

 それでは、最初に軽水炉の安全研究の実態につきまして、まずは事務局から簡単にご紹

介をいただきたいと思います。お願いします。 

○事務局 

 それでは、まず、本日の前半の軽水炉の安全研究のご議論を深めていただくために、ウ

ィルムスハースト様から米国の状況、それから、上塚委員からＪＡＥＡの安全研究の状況

をプレゼンいただく前提といたしまして、お手元に資料の１から３、それから資料の２と

いうものを用意させていただいております。ポイントだけ、手短にご紹介申し上げます。 

 まず、資料の１－１でございますけれども、こちらは経済産業省として軽水炉の安全向

上のための研究開発予算の状況がどうなっているかという点をまとめさせていただいてお

ります。大きく申しますと３ページが全体像、それから、４ページが直近の平成２５年度

予算でどのような研究開発を行ってきたかと。 

 大きく分けますと、安全対策高度化の補助金、それから、安全対策高度化の技術基盤を

整備するための委託費と大きく２くくりのカテゴリーで安全研究のための予算措置を講じ

ております。 

 詳細は省きますが、６ページに飛んでいただきますと、原子力技術に関連する経産省全

体としての予算額の推移を取りまとめさせていただいております。軽水炉関係については、

直近では先ほど申し上げた５４億が総額ということになっておりますが、当然のことなが

ら、福島原発事故を受けまして、軽水炉関係、あるいは廃炉関係の研究開発へのシフトを

進めているところでございます。総額では、直近では２００億円を超える規模の予算とな

ってございます。 
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 それから、次のページでございますが、文部科学省における研究開発予算でございまし

て、そのうち特にＪＡＥＡではなく、大学を中心に直接研究者の方に渡っている予算措置

についてまとめております。 

 こちらも、大きく基礎基盤戦略研究イニシアチブというカテゴリーの予算、それから、

システム研究開発事業という２くくりの予算措置がございまして、こちらもそのカテゴリ

ーの最後のページ、４ページ目をごらんいただきますと、大学を中心に直接研究をやって

おられる方の手元に渡る予算として、直近では３０億円弱程度の予算措置が文部科学省か

らなされているという状況でございます。 

 それから、次のページをめくっていただきまして、１１ページでございますけれども、

ＪＡＥＡにおける研究開発予算の推移の数値をお示ししております。１２ページにござい

ますのが、全体としての予算規模をまとめたもの。そのうち、１３ページに特に研究費に

カテゴライズされる部分について、抜き出して、経年推移をまとめております。大きな点

としては、ＦＢＲ関係の研究費が平成２４年度から大幅に削減されているという点でござ

います。 

 続きまして、電気事業者の安全研究への取り組みということで、資料１－２をごらんい

ただければと思います。特に、この資料１－２では、電気事業者にとっての共通の課題に

対して、研究テーマを設定し進めていくものとして、電力共同研究についての中身を取り

まとめた資料を作成いただきました。具体的な中身は、６ページ以降にまとめられており

ます。 

 ９ページに、電力共通費用の推移ということで、経年変化をまとめておりますけれども、

やはり福島第１事故を受けて、その大きなトレンドが変わっている部分がございます。た

だ、この要因としては、原子燃料サイクル技術に関しては、２０１０年度から２０１１年

度に自社研究、それぞれの会社での研究への移行が進んだという点も影響しているとのこ

とでございます。 

 具体的な共同研究の中身については、１０ページ以降にご紹介いただいております。 

 それから、続きまして、資料１－３ということで、桐本委員にもご協力いただきまして、

電力中央研究所における原子力関係研究について、まとめていただいております。これま

での電中研としての研究開発の推移は４ページに全体像を表で示していただいておりまし

て、５ページに予算規模についてまとめていただいております。 

 電中研につきましては、それぞれの研究者の方のイニシアチブもあって、研究が進めら
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れる部分もありまして、この内訳として、軽水炉の安全研究にどれだけ振り向けられてい

るかという点については、なかなか数字が出しづらいということでございますが、７ペー

ジ以降に、具体的な軽水炉関係の技術開発の例をまとめていただいております。 

 そして、最後に資料２のほうをごらんいただきまして、特に軽水炉の安全研究につきま

しては、当然、その成果については、推進側、規制側の共通基盤になる部分というものが

出てくると思われる一方で、特に福島事故後、原子力安全・保安院が規制委員会に独立し

たという過程で、さまざまな推進と規制の利害関係が意識されていく中で、米国において

は、その利害相反の関係をどのように処理しているかという点についてのご紹介というこ

とでつけさせていただいております。 

 具体的には、３ページ、４ページに、規制当局であるところのＮＲＣが研究開発をする

に当たっての利害相反への配慮についてまとめた一般則と、他方で、ＤＯＥと行う研究開

発、あるいはＤＯＥ傘下の国立研究所で行う研究開発については、利害相反があったとし

ても、そこは別途、一緒に共同研究を行う正当な事由があれば行えるということで、科学

的な基盤の共有というものを進める措置がとられていると。この点をご紹介させていただ

きます。事務局からは以上でございます。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、質問はなしということでよろしいでしょうか。 

 それでは、引き続きまして、ウィルムスハースト様からのプレゼンテーションをお願い

したいと思います。想定時間約４０分。よろしくお願いします。 

○ウィルムスハースト 

 聞こえますか。最初に、ワーキンググループの皆様にお礼を申し上げます。このような

場にお招きいただきまして、ありがとうございます。大変良い機会だと考えております。

ＥＰＲＩの説明をさせていただきまして、また質問も楽しみにしています。 

 今日の中身なのですが、まず、ＥＰＲＩのご紹介。そして、その後、原子力に特化した

話をさせていただき、具体例として原子力安全をどのように高めてきたのか、説明をしま

す。そして、またアメリカの業界とのいろいろな関係を説明して、そしてまとめという流

れです。 

 次です。ＥＰＲＩが設立されたのは、１９７２年です。４０年ほど前のことになります。

アメリカ、ニューヨーク市で大停電があった後のことでした。 
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 大事なのは、２つ目のポツですが、我々、独立しています。これは、我々にとってとて

も大事です。これは、核になっております。電力会社がつくった組織ではありますが、中

心的な原則というのは、産業界から独立しているということです。資金の面でもです。 

 そして、科学的に非常に純粋な組織であるということです。それから、コラボレーショ

ン、協業です。世界中のメンバーと一緒に仕事をし、コラボレーションをし、そして情報

をまとめ、そして外と共有をします。具体例については、後ほど、さらに説明をします。 

 それから、主なオフィスは、カリフォルニア、ノースカロライナ、そしてテネシー州に

それぞれあります。 

 では、次です。先ほども言いましたが、ＥＰＲＩが設立されることになったきっかけは、

１９６０年代後半にあった大停電でした。それを受けて１９７２年にＥＰＲＩがつくられ

ました。研究を最大限行っていこうという目的でつくられました。 

 これは大事なポイントなのですが、コラボレーション、協力ということについて説明し

ます。アメリカでこれがどのように機能しているのかを説明しますが、ＥＰＲＩというの

はアメリカだけの組織ではありません。それ以上の大きな組織です。アメリカベースでは

ありますけれども、グローバルな組織です。そして、活動しています。アメリカの全原子

力事業者、１００基以上の原子炉を有する事業者がもちろん全社参加をしておりますけれ

ども、世界中２０カ国が参加しております。そして、世界全体を見回してみますと、およ

そ７５％、あるいは、今、さらに増えていますが、世界の商用炉の７５％以上がＥＰＲＩ

に参加をしています。 

 ということで、ほとんどの技術でコラボレーションをしているということです。２０か

国以上の人たちが協力し合いニーズを共有する。そして良好事例や研究成果を共有し合う

ということが、まさにＥＰＲＩの秘密といいましょうか、秘訣ということです。世界中の

人が集まって研究の話をする、そういう場であるというところがポイントです。 

 そして、参加主体としましては、２つのグループがあります。フルメンバーは、原子力

の全ての分野に参加をしているメンバーで、アメリカの電力会社は全て入っています。そ

れから、世界各国からの参加もあります。日本の企業は４社。中部、中国、四国、東京電

力です。ただし、日本の原子力発電に携わる全電力会社が、プログラムに何かしらのかか

わりを持っていただいています。 

 次のスライドにいきます。よく聞かれることですけれども、ＥＰＲＩは何をやっている

か。確かに皆さんある程度の認識はあるかもしれませんが、研究のコーディネーションや
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調整だけをやっていると思われるかもしれません。言い換えるとオーケストラの指揮者の

ようなもので、自分たちでは何も生み出せないと思われがちだと思いますが、実はそうで

はありません。 

 私たちは、かなりの研究を組織内、ＥＰＲＩ内で行っています。そして、もちろんかな

りの部分をＥＰＲＩの外でもやっています。なぜかと言いますと、世界で一番適した場所

で研究することがＥＰＲＩの原則だからです。例えば我々がラボを持っているから、そこ

でやるということではありません。問題があったら、それについて一緒に考える。研究所

は日本でも、中国でも、ロシアでも、どこでも良いのです。一番適したところで研究を行

うということです。自分のところでは、とにかく専門知識が一番優れた人を雇用します。

自前で研究をするときもあります。それから、いろいろな研究機関を取りまとめて、知識

を持ち寄ることもあります。ＥＰＲＩはそういったコラボレーションの中心にある組織で

す。 

 こちらのチャートがその仕組みをあらわしています。国立研究所や大学、それから、世

界中の研究所があります。ここは、基本的な科学の研究をしています。多くの組織がこの

ような基本的な部分の研究をしておりますけれども、その基礎となる科学を使える形にす

る、つまり、電力会社が使えるようにするにはどうしたらいいかということを考えます。

そこにはギャップがあって、そこを橋渡しして電力が使える形で提供するのがＥＰＲＩで

す。 

 我々は、問題をソリューションに結びつけるという言い方をします。ソリューション、

解決策というのはここにあります。問題がここにあるということを見極めて、電力会社と

力を合わせて、橋渡しをする。問題と解決策を結びつけるということです。それを、表し

たのがこちらですが、結果は世界中の研究所からが出てきます。そういったところに資金

を提供します。ネットワークは世界規模であります。研究者の、あるいは研究所のネット

ワークがあります。そして、我々のメンバーと一緒に取り組む。私達は、彼らの抱えてい

るニーズや問題に耳を傾け、そしてＥＰＲＩのスタッフの役割はというと、将来を見据え

て、これからどういうことが起こり得るのか、例えば５年先、１０年先を見通して、今や

るべきことを考えることです。 

 そして、この後にお見せするスライドがありますけれども、ニュークリアパワーカウン

シルという委員会があります。カリフォルニア州のサンフランシスコで、先週、このニュ

ークリアパワーカウンシル、原子力の諮問委員会がありまして、各社の上層部の方々が６
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００人以上集まり、グローバルに共同研究のあり方について話し合いました。 

 ＥＰＲＩの専門知識ですが、技術スタッフは２００人ほどおります。主にカリフォルニ

ア、それからノースカロライナ州におり、その約半数が博士号ないしは修士号を持ってお

ります。かなりの方たちがベンダー、あるいは電力会社で働いていた経験を持っています。

これは、我々のやる仕事にとって重要です。といいますのも、スタッフのかなりの人数が

原子力発電所やベンダーで働くことがどういうものなのか、その現場がわかっているとい

うことです。だからこそ、技術的なソリューションと電力とをつないで、そして、それを

使えるようにできます。なぜなら、現場のニーズを理解している人たちがいるからです。 

 この下に写真が出ているのが、私のもとで働いている５人のディレクターです。材料の

担当のディレクター、それから、リスクと安全、そしてエンジニアリング、カルマンさん

という人ですが、リスクと安全については、世界中で有名な人です。そして、化学のキン

グさん。それから、低線量の放射線の管理、それから、スウィーリーさん、ＮＤＥ、非破

壊検査、それからまた、テーラーさんというのは、長期間における運転についての専門家

です。 

 こちらのスライドは、そんなに長くは説明しませんが、これが原子力の委員会、先週の

木曜日に会合が開かれた委員会のメンバーですが、かなり会社のトップレベルの人たちで

した。中部電力の増田様の顔もありますし、また東京電力の姉川様の顔も出ておりますが、

マリア・コースニックさんというのはＣＥＯですし、アメリカのＣＮＯ、原子力本部長、

あるいは原子力のトップの人が集まっていると言うことができます。ということで、かな

り上のレベルの人たちが、研究に対する諮問機関という形で集まってくださっています。

このような形で、これだけの人たちを集めて研究開発について議論できる場は、他にない

と思います。 

 次です。では、具体的な例を説明していきましょう。プラントの安全、信頼性を高める

ために何をしてきたのかを見ていきます。こちらのグラフはＮＥＩから拝借したものです

が、先週来ていらっしゃったと聞いていますが、これは、設備利用率がアメリカの原子力

業界で１９７１年から上がってきて、２０１１年、２０１２年まで、このように上昇した

ということをあらわしています。 

 設備利用率は、もともと大体４０％、あるいはそれ未満、半ばぐらいだったのが、９０％

近くのところまで上がっているといます。これは、業界が力を合わせて達成したわけです。

もちろんＥＰＲＩだけではありません。ＩＮＰＯがやったこと、それから、電力会社がや
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ったこと、いろいろありますけれども、特に研究のところで私たちが貢献した部分があり

ます。 

 オンライン・メンテナンス。これは、オンラインで、停止時でなくても保全できるよう

にしていくということです。そのために、ＰＲＡ、あるいはリスク情報を活用したテクニ

ックなどを使いました。 

 そして、ＮＲＣ、規制当局に対しては、オンラインで、つまり運転中にやったほうが停

止時にやるよりも安全なのだということを示しました。 

 それから、信頼性重視保全、ＲＣＭというものもやってきました。 

 それから、また、燃料破損についても減少しました。アメリカの原子力発電所では、ほ

とんどそのような燃料破損というものが起こらなくなりました。 

 それから、また、材料の経年劣化ということについても研究をしてきました。つまり、

材料がどういう変遷を経るのかといったことをわかった上で、何をしなければいけない、

何に着目をして検査をしなければいけないのかということを前もって把握していくことに

よって、事後に対応するのではなく、前もって対応がとれるというふうにしました。 

 次です。設備利用率は上がりました。そして同時に安全性も上がりました。なぜかとい

うと、いろいろなオンラインの保全ですとか、検査が、よりすぐれたものになった。何を

検査すべきかがわかった。全部の活動が相まって、このような形でパフォーマンスがあが

ったわけです。安全性が高く、そして設備利用率も上がったというのは、今言ったような

全ての活動が功を奏したという結果です。 

 では、ＥＰＲＩは、発電所を運転する全ての側面をカバーしております。材料、それか

ら基本的な１次系の腐食に関するような部分ですとか、蒸気発生器の管理ですとか、ある

いはＢＷＲの炉内構造物ですとか、ＰＷＲについても、それからまた、溶接、その他、修

理等についても、カロライナのラボでは溶接のテクニックについても研究をしております。 

 例えば、水中のレーザーを使った溶接、そういった研究も行っています。また、いろい

ろな金属の溶接テクニックの研究もやっています。アメリカで使われている溶接のテクニ

ックのほとんどは、ＥＰＲＩで開発されました。 

 それから、幾つか説明をしましたけれども、燃料破損がゼロになったということ。そし

て、もう１つ別のプロジェクト、この分野については、後で説明をしようと思います。 

 それから、また、使用済み燃料、高レベル廃棄物について、どうするのかということに

ついても、非常に長期保管という分野での取り組みをしております。それから、長期運転、
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４０年を超えて運転を続けるということについての研究もしております。原子力発電所を

６０年以上運転することができるかということについて、５年以上かけて研究をしてきま

した。そして、今の段階では、原子力発電所が、もちろんメンテナンスをしっかりやって

いるという前提ではありますけれども、６０年以上運転できないという理由は、今のとこ

ろ見つかっていません。 

 アメリカの、ある電力会社は申請を出すと決めておりまして、これは、運転認可の申請

を改めて、２回目、再度出すということで、８０年を目指すということです。それから、

非破壊検査についてもかなりの研究をしてきました。 

 機器の信頼性、計装のところについてもかなりの研究をしてきました。ＥＰＲＩは世界

でも有数のリスクと安全の専門的な知見を持っています。手順書とか、プロセス、ガイド

ライン、そういったものがアメリカで使われておりますけれども、多くはＥＰＲＩが開発

をして、そして、規制当局も電力会社とともにそれを使っています。 

 また、火災ハザード、溢水、洪水のハザードについても、私たちがつくったものを使っ

ております。地震についてもそうです。ですので、これまでにない、また他社が持ってい

ないようなリスク、それから、ハザードに関する専門知識を持っております。 

 それから、この４０年、５０年ぐらいの経験を持ち寄って、原子力の技術そのものを改

良する、改良型の原子力をつくるということをしております。 

 それから、化学、低レベル廃棄物、放射線管理の分野の研究も行っております。例えば、

軽水炉のケミストリー、つまり水化学のガイドラインをつくりました。その中には、どう

いう基準で何をすべきか、そして、どういう手続を踏むべきかということをまとめました。

ＩＮＰＯは、それをベースに化学の検査を行っております。技術的な水準が高いレベルで

維持できるように、そういった観点で検査をするときに使っていただいています。 

 次です。ここからリスクと安全管理の話をしていきます。これは、我々のプログラムの

１つですが、ワーキンググループの皆さん、大変関心があると伺っております。このグル

ープの使命は、ここに書いてあるように、リスク情報を活用した枠組みの構築をするとい

うことです。それを可能にするためには、リスクを減じ、安全上の焦点を明確にする。安

全上の利益が必要であると。それから、運転のフレキシビリティも向上させたいというこ

とです。 

 安全性を高めることができることを示すことが求められております。そして、技術的な

手法として、例えば地震のＰＲＡをどういうふうにやるのか、あるいは火災のＰＲＡをど
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うするのか、それからまた、外部事象について、どのように扱ったらいいのかといったこ

とについても対象となっております。 

 そして、データを集めることが必要です。やはりその確率論的なアプローチをとるため

には、歴史を振り返ってという意味でのデータが必要です。ですから、世界中のいろいろ

なデータベースを使っています。これは、アメリカに閉じた話ではありません。いろいろ

なデータを各地から集めて、ＰＲＡに生かしていくということです。 

 そして、それをまとめるためのツールも必要です。皆さん、ＭＡＡＰコードと聞いたこ

とがあると思います。そして、モジュール型のいろいろなコードがありますが、それ以外

にも、コードとして開発したものがあります。そして、このＰＲＡにつなげていっており

ます。そして、安全を高めることに活用しております。 

 ツールや手法があっても、やはり人材が必要です。我々は、今、トレーニングに力を入

れております。ツールの使い方を学んで、そして次世代のＰＲＡの人材を育成しようと、

あるいはそれ以外の分野の専門家も育成しようと取り組んでいます。 

 こちらのスライドは、私が今、説明をしてきた中身をまとめたものになっておりますけ

れども、リスク、安全プログラムの中身をあらわしております。例えば、手法とかガイダ

ンス、これは内部事象、外部事象、その他のハザードについて見ています。それから、応

用ということで、リスク情報を活用した規制ですとか、信頼性の評価などです。 

 それから、セキュリティ、緊急時計画、サポートとして、ソフトやツール、トレーニン

グもあります。 

 また、右下にありますけれども、特別のプロジェクトとしまして、福島の事故以降やっ

てきたものがあります。後ほど説明をしますけれども、このプログラム、福島の後、かな

り幅広くなりました。 

 内部溢水についてですが、この例はガイドラインとして我々が開発をして、それが世界

中で使われているという例です。この内部溢水というのが、おそらく内部事象といったと

きに、炉心損傷頻度に一番大きな影響を持つと思いますので、こういったものを開発して、

それが世界中で使われております。そして、その炉心損傷頻度をサポートするデータもあ

ります。これが大変いい例であると思うのは、こういった形でグローバルなスタンダード

をＥＰＲＩが作って、こういった事象に対応するときに使うことができるということを表

しています。 

 次に地震ＰＲＡについて。地震はアメリカでも、そして欧州においても重要な問題とな
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っています。アメリカの事業者とともにハザードの特定を進めています。それから、欧州

の事業者とともに、いかに地震ＰＲＡを開発するかという取り組みも行っています。 

 フラジリティ分析は非常に複雑な領域で、米国と日本の協力が世界の知識に貢献できる

分野です。 

 下にありますが、地震対応ガイドライン、これは、何年も前に策定したものですが、地

震後、その発電所を点検し、そして再起動するために何が必要かということをまとめたも

のです。東電の柏崎刈羽でも使われましたし、ドミニオンでも使われました。これは、米

国の小規模な地震の後、ノースアナでこの検査をして、再起動するために使われました。 

 我々が、ニーズに先立って研究した例であります。ニーズが発生したときに、我々はこ

ういった報告書を持っているという状況になったわけです。必要なときに報告書が提供で

きる状況となっていたわけです。 

 それから、５年ほど前、我々は汚染水の処理についてレポートをまとめました。さまざ

まな手法、さまざまな解決法を取りまとめました。 

 福島事故の直後、ここにいるヤンが日本に来ていまして、その報告書を東京電力に提供

しました。それをもとに、キュリオンのシステムが導入されたと理解しております。 

 この研究をした時点では、特定のニーズ、差し迫ったニーズというのはなかったわけで

すが、日本で東京電力がキュリオンのシステムを導入するに当たって、この情報は非常に

有益なものとなったわけです。研究を事前にやっておくということの非常に良い例だと考

えております。 

 火災リスク解析は、米国において、そして世界全体において重要なテーマです。火災を

どう理解するか。火災のＰＲＡに対する影響をどう理解するかという研究です。火災ＰＲ

Ａに関してのコンセンサスガイドをつくっています。この火災モデリングをどうするかと

いうことについて、ガイドをまとめています。 

 これは、米国のＮＲＣと密に協力しながら開発しています。米国で火災ＰＲＡに関して

研修を行う際には、ＥＰＲＩとＮＲＣと共同で行っています。電力会社のスタッフ、ＮＲ

Ｃのスタッフ、１つの部屋でトレーニングを行っています。その手法が正しく実施される

ということを担保することが、非常に重要であるからです。 

 次のスライドです。ＰＲＡ・安全ソフトウェア。先ほど、ＭＡＡＰの話をしました。過

酷事故のコードです。それから、ＧＯＴＨＩＣ。これは、封じ込めのコードです。ＲＥＴ

ＲＡＮ、ＶＩＰＲＥ、これは、水力学的なシステムコードです。それから、ヒューマン・
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リアイラビリティ・カルキュレータ、そのほかのＰＲＡ、プラントリスクを理解するため

のソフトウェアがあります。さまざまなコードツールが、さまざまな解析、そして結果の

記録をサポートしています。 

 トレーニングについても触れました。リスクの専門家の研修、教育というのも非常に重

要です。電力会社、事業者はベンダーや委託業者に依存してＰＲＡを行うことができます。

しかし、１つその成功の秘訣として、電力会社の職員が、その下請けから提供されたもの

を、あるいは外部のコンサルタントから提供されたものを理解できるということがありま

す。ＥＰＲＩは、５年前に十分な資格のあるＰＲＡのスタッフが不足していると認識しま

した。そこで、トレーニングコースをつくりました。１週間の課程を、年６回開催してい

ます。専門家が教えます。そして、規制当局、事業会社、両方の職員を多くトレーニング

しています。 

 卒業時に撮った写真が右下にありますが、大きな成功をおさめています。こういった経

験を、ぜひ日本にも、今後、委嘱していきたいと考えております。 

 役員、幹部のための短いコースがあります。これは、６週間のコースを１日にまとめた

ものです。これを米国でもやりまして、ＪＡＮＳＩとともに日本に導入しようとしていま

す。電力会社の幹部がＰＲＡを理解できるようにするためのものです。用語を説明し、そ

して何ができるのか、何ができないのか、そして何を意識すべきか、どういう質問をすべ

きかということを教えるものです。 

 ＪＡＮＳＩとともに、この６週間のコースも日本に導入しようとしています。そのトレ

ーニング、能力を、日本の業界に提供しようと考えているわけです。これは、非常にエキ

サイティングな展開で、ＥＰＲＩが日本の業界に対して、大きな有益な影響を及ぼし得る

ということを示していると思います。 

 福島の事故後、我々はさまざまな取り組みを行いました。幾つかの例をご紹介します。 

 米国の業界、原子力業界が集まって、ＮＥＩ、ＥＰＲＩ、ＩＮＰＯで福島対応のステア

リングコミッティをつくりました。私もそのコミッティのメンバーとして、事故直後から

活動に参加しました。ＥＰＲＩは、このコミッティに対して技術的な知見を提供しました。

何をするべきか、どういう機械があるかと検討するための技術を提供したわけです。ここ

にいるローザは、技術的な評価に取り組みました。 

 そして、ＭＡＡＰコードを用いて技術的に事故を再現することをやっております。その

結果、ＭＡＡＰをさらに改良しようとしています。これは、世界全体の業界に大きなメリ
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ットをもたらすものです。協力の最たる例です。日本から情報をいただいて、世界のメン

バーのためにＭＡＡＰコードを改良するという作業が行われているわけです。 

 それから、外部事象、地震、洪水についても作業を行っています。米国の電気事業者か

ら、外部事象に関して最先端の知見をまとめてほしいと依頼を受けており、それをやって

全てのメンバーに提供していきます。 

 シビアアクシデントマネジメントでは、技術的な基礎文書を取りまとめようとしていま

す。 

 使用済み燃料プールに関しても、作業が行われています。この場合、ＮＲＣと協力して

います。火災の可能性が議論され、ＮＲＣとともにその可能性について検討しました。そ

れにどう対処すべきかという検討も行いました。 

 それから、放射能の放出の緩和ということも書いてありますが、これは、フィルタベン

トに関する議論のことを指しています。 

 次、技術評価はローザが取り組んでいますが、このＭＡＡＰコードを使って何が起きた

のかを理解しようとしています。こちらは、福島第１の１号機のスクリーンショットです。

このコードを使うことによって、物理モデリングから福島で何が起きたのか、得られた情

報をもとに再現しています。より多くの情報データが入手できれば、このモデルの妥当性

を確認できます。このモデルは、世界各国で許認可に使われていますので、何が起きたの

かを理解するということは、非常に重大なプロジェクトです。 

 それから、廃炉に関しても非常に有益であります。これによって、実際の損傷はどうだ

ったのかということが推定できるわけです。どれぐらいの燃料が漏出したのか。そして、

実際に人がそこに入ったとき、何がそこにあるのかということが推定できるわけでありま

す。 

 さて、シビアアクシデントマネジメントガイドラインの説明をしました。ＥＰＲＩはそ

のための技術ベースを長年まとめてきましたが、それを更新しています。例えば、海水の

注入の項目を加えています。使用済み燃料プールへの海水注入も加えています。それから、

複数号機での事故という項目も加えています。それをもとにオーナーズグループが各電力

会社で実施に移しているという状況であります。 

 こちらは、私が非常に誇らしく思っている成果です。福島の事故というのは、大変に不

幸で悲劇的な事故でありました。そのタイムラインは非常に短かったわけです。ジルコニ

ウムを使っていたため発熱があり、時間が短くなりました。ジルコニウムが炉心に使われ
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ていなければ、より長い時間を稼ぐことができたか。そして、その後のイベントを緩和す

ることができたかという検討をしています。燃料の溶融はあったかもしれませんが、もう

少し時間の余裕ができただろうかということを検討しています。 

 ＢＷＲのチャンネルにジルコニウムに変わってシリコンカーバイドを使った場合、これ

はジルコニウムが３５％になります。この研究はＤＯＥと我々の協力資金をもとに行って

おります。比較的遠くない将来、実際に展開できる研究成果となると考えております。 

 それから、燃料被覆管、こちらのほうがより困難で、１つの機関で研究が行えるもので

はありませんけれども、我々としては、今、国際的な連携を取りまとめています。ＯＥＣ

Ｄと多くの欧州の電力会社と、それから世界のさまざまな団体とともに、どういった選択

肢があるのか。つまり、この燃料被覆管でジルコニウムを別の材料で代替するということ

はできないかという検討をしています。 

 これは、モリブデンを使っています。外側と内側に非常に薄いジルコニウムを使い、水

との接点は同じにします。事故になった場合、ジルコニウムは非常に薄いのですぐに酸化

し、熱があまり発生しないという特徴があります。 

 １つのコンセプトであって、これで必ず進めると決まったわけではありませんけれども、

国際的な連携の事例の１つとしてご紹介しました。これは、業界全体の改善につながるも

のです。 

 次のスライド。こちらは、米国でのＢＷＲの安全性に関しての取り組みの例です。多く

の国は福島の事故後、一部の国は福島の事故前、フィルタベントの設置を決定しています。

それは、多くの国にとって、それは有益なことです。米国においては、それが最良の解決

策だろうかという検討をしました。ほかのやり方はあるだろうかという分析をしました。

分析の結果、わかったことは、一番重要なのは炉心を冷却すること、そして、格納容器か

ら出てくるデブリを冷却することだということがわかりました。そのデブリを冷却しない

と、汚染のバイパスができてしまうからです。 

 さらに、ＭＡＡＰコード、そのほかのコードを使って解析を行いました。水を入れるメ

リットは何なのかということを検討したわけです。水が炉心のデブリを被覆すれば、それ

がフィルターになるということがわかりました。このフィルター効果は、フィルタベント

と同等か、それを上回るということがわかったわけです。ですので、これは学術的に非常

に有益な知見です。 

 これは、ＮＥＩがＮＲＣに伝達しました。ＮＲＣスタッフ、そしてＮＲＣ委員会は、こ
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れを１つの受容可能な解決策として受け入れました。つまり、放射能の放出に関してのフ

ィルターの１つとして受け入れたわけです。 

 ということで、フィルタベントをつけないということにはなりませんけれども、１つの

代替策となるわけです。プラント単位で、こちらのほうが適切だということが示せれば、

これが使えるようになっているわけです。過去のリサーチ、コード、専門能力が、この研

究に注入されています。 

 さて、産業界の構成と相互関係ということでお話しいたします。数多くの接点が、全世

界的に広がっています。ＮＥＩも、ＩＮＰＯも示されています。米国ＮＲＣもあります。

ＷＡＮＯも示されています。各研究機関、例えばフランスＣＥＡ、ＪＡＮＳＩ、材料劣化

研究所、ＩＡＥＡとも強いコラボレーションがあります。ＫＨＮＰ、そのほかの研究所と

も連携をしています。我々のネットワークのごく一部を紹介しています。ここで、ＥＰＲ

Ｉの強みというのは、グローバルなコラボレーションだということを、再度強調しておき

たいと思います。 

 米国内においては、ＮＥＩ、ＥＰＲＩ、ＩＮＰＯが連携しています。これは、どのよう

に機能するのか。この３つの組織がどのように連携して協力し合っているのか、皆様、知

りたいと考えていると思います。これは、必ずしも容易なことではありません。スピナー

トさんのほうからもお話があると思いますが、時間もかかります、それから、コミュニケ

ーションも一生懸命図らなければなりません。それぞれがみずからの役割を果たす、そし

てその役割を明確に理解するということが必要です。 

 これは、３本足の椅子を示しています。それぞれが１つの足を構成しています。そして、

この椅子は、３本足がそろって、初めて機能するわけです。それぞれの役割を果たさなけ

れば、きちんとした結果が出ないわけです。 

 ＩＮＰＯは、運転のエクセレンスに注力しています。ＩＮＰＯは、我々がつくった化学

ガイドライン、蒸気発生器ガイドライン、材料ガイドラインを使って、適切な運転アプロ

ーチを決定し、高い設備利用率と高い安全性を維持するように努めています。 

 一方、ＮＥＩは、規制当局との窓口となります。米国の原子力業界の意見を代弁する立

場であります。ＥＰＲＩが開発するさまざまな手法に基づいて、業界を代表するわけです。

電力会社が、第２回目の寿命延長の申請をするというお話をしました。そういった基礎の

情報はＥＰＲＩが提供しているわけですが、その情報をもとにＮＥＩが規制当局に説明を

していくわけです。それに基づいて、ＮＲＣが最終決定をするわけです。ということで、
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ＮＥＩは、原子力業界の代弁者であります。ＥＰＲＩの技術情報、それから、ＩＮＰＯの

運転経験をもとに、ＮＥＩが１つの窓口となっているわけです。我々は、ＩＮＰＯのデー

タベース、プラント評価の情報を得ています。そういった情報をもとに、我々は研究をさ

らに進めるわけです。 

 ＮＥＩは、規制当局との接点となります。規制当局が何を考えているのか、我々はＮＥ

Ｉから情報を得て、研究の方向性を決定しています。 

 ＮＲＣには、規制と研究の部門があります。ＮＲＣの研究部門と、我々はＭＯＵ、覚書

を結んでいます。 

 これは、私にとって重要です。というのも、原子力に関して、やらなければならないこ

とは非常に多くあります。我々は、ＮＲＣの間で合意をしています。同じ研究を２回繰り

返してもメリットはないということで、ＮＲＣの研究部門に対して我々の研究計画を説明

します。その逆も、またしかりです。 

 そして、多くの場合、研究成果を共有することに合意します。しかし、評価は独自に行

います。結論を導くところは独自に行いますが、研究自体は共同でやる。そうすることに

より、業界として、よりよい結果が出る。適切な場所で、１回だけ研究をするということ

をやっているわけです。 

 点線が示されています。私のチームは、ＮＲＣの規制局から招かれ、ＮＲＣ及びＮＲＣ

スタッフに対して、技術的な問題の説明を行います。ＮＲＣとの間でも、非常に健全な関

係を持っています。ＮＥＩ、ＩＮＰＯとの間でも、健全な関係を構築しています。 

 エネルギー省（ＤＯＥ）との間でも、強い協力関係があります。アイダホ国立研究所が

原子力の研究をリードしています。ＥＰＲＩは、アイダホ研究所のマネジメントボードに

参加しています。ここにいるヤンが実際にボードメンバーになっています。国立研究所と

は、そういった密接な関係を持っているわけです。国立研究所に対して原子力業界の優先

順位を伝えて、そしてその成果をモニタリングしています。 

 我々は、ＤＯＥからも資金を得ています。それから、協力プロジェクト、連携プロジェ

クトもあります。我々が資金を提供し、先方からも資金が出される。そして、結果を共有

するということも行っています。 

 アイダホ国立研究所と連携があり、アイダホを通じてほかの研究所の研究、その範囲に

ついても情報が得られるようになっています。例えば、オークリッジ国立研究所は、世界

最大級のスーパーコンピューターを持っています。 
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 我々は、キャッスルというプロジェクトに参加しています。これは、先進的な軽水炉の

シミュレーションのプロジェクトです。ＤＯＥの演算能力を最大限に活用して、非常に詳

細な軽水炉のコンピューターシミュレーションを行っているわけです。なぜ、それをやる

かというと、それが将来のＬＷＲ、軽水炉の安全性向上につながると考えているからです。 

 まとめとして、ＥＰＲＩの研究開発は、プラントの安全性、信頼性、パフォーマンスに

貢献しています。安全に関わる研究開発を通して、産業界に指針、ツール、訓練を提供し

ています。我々は、非常にユニークなモデルを持っており、それに基づいて世界的なコラ

ボレーションを行っています。単に米国だけの組織ではありません。全世界的にコラボレ

ーションをしており、その点を大変誇らしく思っています。 

 数多くの職員がいます。世界トップクラスの専門能力を持っています。プロジェクトに

関しても、適切な人材を、また適切な研究を提供して、電力会社に使える形でそれを提供

することで価値を加えています。 

 日本からも４社が正式会員として参加してくださっています。１１事業者全てがさまざ

まなプログラムに参加してくださっていますので、日本との間に長年の関係があります。

日本との関係は、ＥＰＲＩにとっても非常に重要です。この大変な時期に、日本の業界に

対して、やはりどうしても最大限支援をしていきたいと考えております。 

 時間どおりに終わったでしょうか。ありがとうございました。 

○安井座長 

 ウィルムスハースト様、大変ありがとうございました。 

 続きまして、内部の委員によるプレゼンを行わせていただきたいと思いますが、日本原

子力開発機構における安全研究ということでございまして、上塚委員からお願いいたしま

す。 

○上塚委員 

 それでは、今回、ＪＡＥＡにおける安全研究について紹介してほしいという要請があり

ましたので、私なりに整理をして簡単にご紹介をしたいと思います。 

 まず、具体的に何をお話しするかというのは、１ページの目次のところに書いてござい

ますが、これはどういう役割を認識しているかということ、安全研究というものの状況で

すね。それと、それに関連して、基礎基盤的な研究というものもありますので、それにつ

いてもご紹介をする。それから、今回、委員会の議論の方向性等を少し考えて、推進側と

規制側の安全研究というような形での考え方も、少し述べさせていただきたいと思います。 
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 まず、ページを開いて２ページですけれども、我々、独立行政法人である国の機関であ

りますけれども、我々が行っている軽水炉の安全にかかわる研究というのを少し考えたと

きに、まず、極めてはっきりした定義でやっているのは、国の安全規制を支援する研究。

これは、規制支援研究、あるいは安全研究と呼んでいいかもしれません。それと、総合的

な研究開発機関として、推進、あるいは規制という色づけができないような基礎基盤的な

研究というのも取り組んでいる。 

 そして、もう一つ大事なミッションとしては、国として保有すべき研究インフラ、特に

大型の試験研究炉であるとか、そういう施設を我々は維持し、運用し、あるいは開発もや

っていかなきゃいけないという役割もあると思っております。 

 安全研究の経緯ですけれども、ＪＡＥＡ、前身は日本原子力研究所でございましたけれ

ども、１９７０年ごろから大型の研究施設を用いた実験的な研究をやってきてございます。

その中で、モデルの開発、あるいは安全評価手法の開発等を進めて、安全委員会による指

針の策定等に貢献してきたという歴史がございます。 

 その後、１９９０年代と書いていますが、日本でも商用炉の運転経験が随分蓄積されて、

軽水炉にかかわる多くの安全上の課題というのは、多くが解決、あるいは何とかなるとい

うことで、いわゆる安全研究というのは一旦終息の方向に行きました。こういう傾向とい

うのは、我が国だけではなくて、欧米諸国においても同じような傾向があったと思います。 

 そういう中で、しかしながら、安全研究というのはなくすわけにいかないということで、

特に非常にお金のかかる大型の施設の維持というのは国際的に非常に関心がありまして、

その役割分担を国際的に検討した上で、非常に重要度の高い大型施設のみが維持されてい

るという状況があります。 

 そういう状況の中で、１Ｆの事故が発生して依頼、我々もそうですけれども、事故を踏

まえた教訓の抽出、あるいは基準や研究計画の反映をどうするかというのが、今、各国で

展開されている状況だと思います。 

 安全研究計画ということに関して言いますと、１９７６年から国としては原子力安全委

員会が、「安全研究年次計画」というのを策定されて、これは５年ごとに改訂をしてきたと

いう経緯があります。それで、２００４年には、その内容が大幅に見直されて、「原子力の

重点安全研究計画」というものが策定され、それが２０１０年に５年間を対象とした、次

の第２期の重点安全研究が策定された。 

 そういうことで、我々も研究を進めておりましたが、福島事故を受けて、昨年、原子力



 -20- 

規制委員会が、「原子力規制委員会における安全研究について」というものを取りまとめら

れて、今は具体的に何が規制に必要かという研究を、かなりシャープに特定されていると

いう状況です。原子力機構では、この規制支援という意味では安全研究センターという組

織を中心に、従来からもそうですが国の安全研究計画に沿った研究を実施しているという

状況でございます。 

 これは、我々がどういう分野の研究を安全研究としてやっているかというのを示したも

のです。これは、規制システムの分野、あるいは軽水炉分野、核燃料サイクルの施設分野

等々、いろいろございます。ほとんどの分野をＪＡＥＡ全体でカバーしておりますが、こ

の赤い点線で囲ったのは、安全研究センターというところが受け持っている研究というも

のです。 

 次に、軽水炉に係る基盤研究ということで、ＪＡＥＡでの経緯を少しお話ししたいと思

います。ご承知だと思いますが、旧原研では、ＪＰＤＲを建設・運転を含めて、軽水炉の

研究開発というのに、かなり力を入れて進めていたという時期がございます。 

 一方、産業界では１９６５年ごろ、米国から技術導入を進めるということで、言ってみ

ると軽水炉というのはもうでき上がった技術なので、それを持ってくるので国の研究機関

でそこを中心的に研究する必要はないのではないかということだったと思いますけれども、

産業界主体に進める軽水炉導入開発から、結果として国が進めるＪＡＥＡというか、原子

力研究所等がやる基礎基盤研究が乖離をしてきたという事実があったと思います。 

 それで、そういう中で、ＪＡＥＡでは、安全規制を支援する研究を除いて、軽水炉の研

究開発というのをみずからが主体的にやる項目ではないというのが現状です。具体的には、

私ども独立行政法人では、中期計画に基づいて研究開発を進めてございますけれども、軽

水炉に関して言えば、この一番下に産学官の連携による研究開発の推進というところで、

機構側が保有するポテンシャルを関係行政機関、あるいは民間事業者等が行う軽水炉技術

の高度化等に貢献するという書き方になってございます。 

 一方、基礎基盤研究という、もっと幅の広い研究に関して言えば、原子力基礎科学研究

というのをそういう位置づけで行っている研究がございます。これに関しましては、ここ

に書いてございますように原子力研究開発の科学技術基盤を維持・強化し、あるいは新し

い利用技術を創出するために産学官連携の研究ネットワークを形成するなどして研究開発

を進めるということで、具体的にはここに書いてある１から７の分野の研究をやるという

ことが基盤的な研究であるというのが、中期計画の中に記述をしてございます。 
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 この分野の研究は、安全研究センターと別の部門ですけれども、原子力基礎工学研究部

門というところが中心になって実施しているという状況です。 

 先ほど、産学官連携でということを申し上げましたが、具体的な仕組みとして、現在、

私ども原子力エネルギー基盤連携センターという仕組みを持ってございます。具体的には、

現在、この黄色いところに示している４つの特別チーム、特別グループを設置して、この

中には、経済産業省からの公募研究で獲得した資金を使った研究開発も行っていますけれ

ども、外部との連携でこういう研究活動をやれる仕組みもあるし、それほど大々的にやっ

ているわけではございませんけれども、具体的に研究開発も進めているという状況にあり

ます。 

 この図は、原子力学会の特別専門委員会が一昨年お出しになった報告書から持ってきた

ものですけれども、ここは基礎的研究基盤の役割がどういうふうに考えられるかというこ

とを図でわかりやすく説明してございますが、特にここについては説明する必要はないと

思います。 

 それで、この図は旧原研、あるいはＪＡＥＡになって、持てるポテンシャルがどういう

形でそういう貢献ができてきたかという、事故、トラブルに対応した貢献ということでま

とめてございます。ＴＭＩ－２の事故、あるいはチェルノブイリの事故、美浜２号機の事

故等々、こういう事故トラブルがあるごとに我々は国の要請等を受けて持てるポテンシャ

ルを活用していろいろな貢献をしてきたという実績がありますよという、若干宣伝めいて

ございますがこういうこともございます。 

 具体的にＪＡＥＡの研究ポテンシャルとして、施設を持っているというのが非常に重要

な役割だと思っていますけれども、ここは特に一例として安全研究をやっていくためにこ

ういう施設を使っていて、それは例えば軽水炉分野、核燃料サイクル分野、あるいは廃棄

物の処分の研究開発で、こういうさまざまな施設を活用した研究開発を行っているという

ものです。 

 当然ながら、ここで得られた成果というのは安全規制を技術的に支援するというものに

使いますし、さらにこういう研究開発を展開する中で、人材の育成あるいは必要な技術基

盤を維持しているということでございます。 

 これは今までご紹介した安全研究センターと原子力基礎工学研究部門が具体的にどうい

う分野の研究をやっていて、そこにどの程度の研究者が従事しているかというのを少し字

が細かいですが１枚にまとめたものでございます。 
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 安全研究センターに関して言いますと、いわゆる研究員が現在５６名、それから原子力

基礎工学部門に関しては研究員が１４７名ということで、何がしかの形で軽水炉の安全研

究に直接従事できる、直接、間接従事できそうなマンパワーというのは２００名程度、研

究員の数がこの程度いますということです。 

 加えて申し上げますと、実は安全研究に従事した研究者というのは、最盛期は多分この

２倍ぐらいはいたと思いますが、かなり最近は人の面でも随分少なくなっているというこ

とで、我々もそのあたりは非常に重大な問題だと思っています。 

 それから、その次、これはポンチ絵で簡単にお話しするほどでもないのですが、研究開

発における推進と規制というのを少し考えてみたいと思って、こちらの方がいわゆる規制

研究、安全研究と。我々、安全研究センターというのは、こちらの部分に特化して、今、

仕事をやっているという状況にあります。 

 一方、基礎基盤的な研究というのは、基礎工部門でありますし、同時に大型の施設も大

規模の施設も使った研究もやっている。共同研究等も含めて推進研究というのをやってい

ます。この関係をうまく整理をして、あるいは基本的には大規模研究というのは１社でや

ることではなくて、いろいろなところがマッチングファンドでやるというのが合理的でし

て、世界的にもそういうやり方が主流であると思います。 

 その例として、これはＯＥＣＤ／ＮＥＡの国際共同研究というのを代表例として出させ

ていただいています。これ、一番左側はノルウェーのハルデン炉を使ったハルデン原子炉

計画。それから、フランス、カダラッシュのカブリというリアクターを使ったＣａｂｒｉ

水ループ計画というのがある。それから、これはＪＡＥＡにあります大型の熱水力の試験

装置であるＬＳＴＦというのを使ったＲＯＳＡ計画。こういうものについて、ここはどう

いう国が参加していて、どの程度の期間、どの程度の資金でやっているかというのをまと

めていますが、ここで申し上げたいのは、こういう国際協力、大きな国際共同実験、研究

というのは、推進、規制、関係なく、両者が参加してやっている。こういうのが国際的に

は普通ですよというものです。 

 それから、次をお願いします。これはＪＡＥＡの安全研究センター、これは極めて規制

庁、規制委員会からは透明性、独立性を持った研究をやるべしということで指導されてい

ますが、この安全研究センターも、実は民間等とこの共同研究をやっている。これは２５

年度で５つぐらいやっています。その１例として、三菱原子燃料殿とやっているような研

究、例えばＮＳＲＲを使ったこういう高性能燃料の導入に向けた研究ということで、具体
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的にサンプル等々は提供してもらいながら、それがないと研究をやれないというものもあ

りますから、ここはそういう合理的な形での研究をやっているという例がございます。 

 それから、その次、お願いします。今お話ししてきたようなことを言葉でまとめたもの

ですけれども、基本的に協調の重要性ということで、実は推進側といいますか、事業者は

安全性向上に向けたいろいろな改善をやっておられると。であれば、規制機関もこれに対

応して技術力を高めていかなきゃいけないという必然がありますから、私は共同研究とい

うのは合理的に進める枠組みとしてはこれが非常に有効だと思います。 

 それから、先ほど申し上げたように、国際的にはそういう大型施設を使用する大規模研

究を、推進と規制が共同で実施する例が多いということ。それから、こうした研究を有効

に効率よく進めるためには、推進側の開発計画と、それから規制側の安全研究計画の間に

課題等に関する共通の理解が必要であって、これは前回、関村委員がお話しされましたけ

れども、まさに学会等がその場で産学官が協働してまとめてきたような技術戦略マップ、

そういうものが非常に重要な役割を果たしてきており、今後もそれが多分、これは非常に

重要だというふうに考えます。 

 ただ、残念ながら、現在は我が国では規制、あるいは推進機関はそれぞれ独立に研究計

画を策定していて、技術的な共通項や、あるいはそれぞれが果たす役割を踏まえた合理的

な関係が築けていないという状況にあると認識しています。したがって、我ら、我が国に

おいてはそのような枠組みというのを継続的に更新するような、そういうものを再構築す

ることが重要ではないかというふうに思っております。 

 その次、お願いします。これは、規制研究だけではなくて基礎基盤研究を強化していく

必要があるということが認識されています。これはＪＡＥＡでも、先ほど予算とか人の推

移が示されましたが、かなり細ってきているという部分があって、かつ大型のプロジェク

トはどうしてもお金がかかります。そうすると、しわ寄せを受けるというか、基礎的なと

ころはなかなか研究費が確保できないという状況があるということで、これは原子力学会

の特別専門委員会の報告書からポイントを抜き出したものです。ここは具体的にご説明い

たしませんが、最後に、例えばどうすればいいかということに関して、ＪＡＥＡの立場で

いえば、今は中期計画の中では軽水炉に係る基盤的な研究というのは、機構の重要業務と

しては位置づけられていません。これは国の総合的な原子力研究開発機関としてはぜひ位

置づけるべきではないかというふうに個人的には強く思いますし、かつ、現在の枠組みと

しては原子力エネルギー基盤連携センターというものがあるので、こういうものはぜひ活
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用していくべきではないかと思います。 

 最後は、今まで申し上げてきたことをまとめたものですので、ここについては一々説明

するのはやめたいと思います。 

 以上です。 

○安井座長 

 ありがとうございました。それでは、２つのプレゼンテーションをいただきました。こ

れをもとに、我が国及び米国における安全性向上に必要な軽水炉の安全研究のあり方とい

うことでございましたが、これに関しまして、質疑応答及び意見の交換を行いたいと思い

ます。 

 例によりまして、名札を立てていただけますとありがたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げます。もし関連質問でございましたら、名札なしの発言も結構でございます。

その場合には手をお挙げいただければと思います。 

 それでは、何かございましたらお願いしたいと思いますが。それじゃあ、横山委員、最

初にお願いします。 

○横山委員 

 どうもありがとうございました。お伺いしたいのは、先ほどＥＰＲＩとＮＲＣの関係と

いうことで、同じ研究は繰り返さないというようなお話もありましたが、今、上塚委員か

ら透明性という話があったのですが、他の機関といった、どこかがそれを評価するとか、

それは同じ研究だからやらないほうがいいといった外部からの意見はあるのかどうかを教

えていただければ。 

○ウィルムスハースト 

 継続的な議論がされています。メンバーとの間の議論、それからまた、研究パートナー

との間ともです。常に私たちは重複する部分がないか目を光らせていますが、完璧はあり

得ませんので、時々そういった重複が生じてしまいますので、それを見つけ次第、できる

限り排除しようと思っています。というのも、あまりにもやらなければいけないことがあ

る一方で、資金には限りがあるのでそのようにしております。 

○安井座長 

 よろしゅうございましょうか。 

 それでは、続きまして守屋さん、お願いします。 

○守屋オブザーバー 
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 日立の守屋です。ＥＰＲＩの研究活動については昔からいろいろと勉強させていただい

て、非常に研究活動に関しては尊敬の念を持っております。お聞きしたいのは、まず確認

したいことは、ＥＰＲＩの研究のやり方なのですが、先ほどのプレゼンテーションで、７

ページの図を見ると、大学とか基礎的な研究から始まって、それを統合してサプライヤー

だとか事業者に持っていくようにアプローチが見えるのですが、私の理解では、ＥＰＲＩ

の研究活動はどちらかというと産業界のニーズに非常に連携した形で研究をしているとい

う理解をしているのですが、その辺はどちらが誤解なのかというのをまず確認したいので

すが。 

○ウィルムスハースト 

 両方です。いろいろな例があるのですが、研究が非常に電力会社にかかわりが深いとこ

ろもあります。つまり、彼らのニーズに非常に対応するようなものもあれば、一方、研究

の中には基本的な科学の部分から来ているものもあります。例えば、ここ２、３年の間、

新しい樹脂を開発しました。これはコバルトを一次系の水から除去する能力が３倍高まっ

ているものです。これは化学的な概念から、実用化のところまで全部網羅するものです。

基礎的な科学の研究のところから、実際の電力会社といったところまでつないでいく、全

て網羅しているものですけれども、そういった例もあれば、ほんとうに業界寄りのものも

ありますので、さまざまな次元というか、レベルのものがあります。 

○守屋オブザーバー 

 わかりました。了解しました。 

 次にお聞きしたいのは、やはり限られた研究人材リソースですので、それの配分を適正

にしなきゃいけないということになりますと、そういうニーズを得て始める研究と、それ

から、自発的に開発をしていかなきゃいけない研究、これの比率とか、それのマネジメン

トについてどういった具合にやっているのかという点についてお聞きしたいのですが。 

○ウィルムスハースト 

 ご指摘のとおりで、リソースは限られております。しかし、我々のこの協力連携モデル

の１つのメリットとして、我々のパートナーが成果を我々のほうにもたらしてくれるとい

うことがあります。それを我々と共有してくれるわけです。無償で共有してくれる場合が

多いわけです。ということは、研究の成果を我々のメンバーは享受できるわけです。 

 また、我々は国立研究所とも密接な関係を持っていますので、米国政府のリソースも我々

のモデルに入ってくるということになります。ということで、我々の研究の成果というも
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のは、メンバーの資金を単純に合計したものよりも大きな価値をもたらすわけです。そう

いった中で、メンバーとともに取り組んで研究ニーズ、そして優先順位を理解して、毎年、

非常に厳しい判定をするわけです。何をするのか、しないのか、そこは厳しく判断をしま

す。 

 あらゆる研究組織がそうであるように、難しいのはプロジェクトを中止するという判断

です。どれぐらいやったら十分なのか、あるいはどれぐらいやって十分に機能していない

と判断するのか、全ての研究機関はそこを慎重に判断する必要があります。そういった難

しい判断が必要なわけです。研究が正しい方向に進んでいかないときにそういった決断を

して、ほかのところに資金を回すということが必要になるわけです。これでお答えになり

ましたでしょうか。 

○守屋オブザーバー 

 ありがとうございます。最後に確認なのですが、そういう現場のニーズに即した研究と、

そして、将来のための基礎的なところから始まるような研究と、仕分けは難しいでしょう

が、どのくらいの配分で研究管理をされているのでしょうか。 

○ウィルムスハースト 

 これは非常に興味深い質問で、ご質問に感謝します。先ほど、アドバイザーのチャート

を示しました。３０人の幹部が構成している組織です。彼らは電力会社に勤めていますの

で、短期的な戦術的な研究に関心があると思われるかもしれません。実際のところ、あの

グループはＥＰＲＩに対して十分に長期的な戦略的な研究をするようにということを指摘

しています。彼らのほうから長期的な研究の重要性が指摘されているのです。我々は、戦

略的な研究と戦術的な研究の比率に関しての検討を終えたところであります。おおよそ戦

略的研究が６０％、戦術的な研究が４０％となっています。これは非常に健全な比率だと

考えています。つまり、業界がすぐに必要としている研究もやると。それから、長期的な

視野でも研究を行うということであります。 

○安井座長 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、次に、前川様からお願いしたいと思います。 

○前川オブザーバー 

 ありがとうございます。２点お聞きしたいのですが、まず１点は、いわゆるエンドース

メントといいますか、認証関係なのですが、ＥＰＲＩもいろいろなガイドラインを発行さ
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れていて、現に我々もよく参考にさせていただいたりすることが多いのですが、いわゆる

ライセンシングプロセスの中で、そういったＥＰＲＩのガイドラインというのが、例えば

ＮＲＣから見たときに、それをエンドースされたものとして使ってというものなのか、そ

れとも、それはプロセスの中で議論を、まずガイドラインそのものを使うことが妥当かど

うかというような形で議論を経た上で使われていくのかということをお聞きしたいのがま

ず１点。 

 ２点目は少し細かい話になるのですが、プレゼンテーションで地震ＰＲＡのところにち

ょっと触れていらっしゃったのですが、この地震ＰＲＡの場合には、地震荷重をどうする

か、ＳＳＣをどうするかというのは非常に大きなことになると思うのですが、それの決定

というものに対しては、ＥＰＲＩとしては、ソイルコンディションそのものには直接タッ

チされないで、あくまでもインプット条件として使われるのか、それとも、地震動を決定

する際におけるプロセスの中でＥＰＲＩのほうからも何か意見を述べられるのか、そのあ

たりについてちょっと教えていただきたい。よろしくお願いします。 

○ウィルムスハースト 

 どちらもとてもいい質問をいただきました。最初のガイドラインのエンドースメントと

いうことですが、一部のガイドライン、特に今念頭に置いているのはＢＷＲの炉内構造物

に関するガイドライン、これは公式な形でＮＲＣが、業界が使ってもいいというようなお

墨つきを与えているものです。ということで、そういったものはきちんとそういうふうに

お墨つきを得ている、認証されているというように書いてあります。それ以来、ガイドラ

インがレビューされて、そしてアクセプトされる。アクセプトだけれども、フォーマルな

プロセスで認められているものではないということで、全く同じではないのですが、かな

り理解がされて、そして合意はされているといったレベルのものもあります。ですから、

とても公式な形でアプルーブされているものと、少し非公式な感じでアプルーブ、認めら

れているものというふうにあります。 

 それから、地震動に関するご質問なのですが、我々が今やっている取り組みで、アメリ

カの原子力発電所を対象にしているものなのですが、地震ハザードのデータをまとめて、

これはアメリカの中部、東部を対象にしたものなのですが、モデルをつくって、エネルギ

ーが地震のこの源のところ、震源からプラントのサイトにどういうふうに動くのかといっ

たことを見ております。そして、地震動のスペクトルを受けて発電所の側でアップデート

するということをしていきます。そういった数字について、私たちはまず理解をしてもら
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った上で、今度はその数字を使ってＰＲＡを使います。つまり、このそれぞれのプラント

のサイトに対して、では、その数字がどういう意味合いを持つのかといったことを考える

のが次の答え、段階になります。 

○前川オブザーバー 

 十分答えをいただきましたのですが、もう１つ聞きたいのは、その場合に、あくまでも

規制側と話をする、あるいは規制側に対してそれぞれのサイトのグランドモーションの妥

当性というものを示すのは、あくまでもユーティリティサイドであって、ＥＰＲＩとして

はそれをテクニカルにサポートすると、そういう立場でいらっしゃるという理解でよろし

いでしょうか。 

○ウィルムスハースト 

 はい、そういうことです。私が説明をする場合、決して対話の当局と電力会社の間に入

ることはしません。途中で邪魔する、あるいは中に介入することはしません。あくまでも

データを理解する手助けをするという立場ですが、電力会社と規制当局の間に立って何か

をするということではありません。あくまでもその意思決定のプロセスを手助けするとい

う立場です。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、松浦様からお願いしたいと思います。 

○松浦オブザーバー 

 ありがとうございます。ＪＡＮＳＩの松浦です。先ほどウィルムスハーストさんの話の

中に、戦略的な研究と戦術的な研究というお話がありましたし、また、今、地震に関する

研究というものについてもちょっとご議論がありました。そういう点から見て、福島事故

の後で、福島事故を見て、今後重要な研究は何であろうかという、これがかなり大きな問

題だと思うのですが、このことにつきまして、例えばこの福島事故のすぐ後でＩＡＥＡの

ＩＮＳＡＧでかなりこの議論が進められたというのをＩＮＳＡＧの議長のミザーブさんか

ら伺っております。 

 その議論の結果、幾つかまとめられておりますが、その中で一番重要だと私が思い、ま

た気になっておりますのは、福島のケースのようにめったに起こることではないけれども、

起こったとすると非常に大きな影響がある、そういうことに関しての研究というのが今後

非常に重要だという、そういう指摘がありまして、このことがＩＮＳＡＧからＩＡＥＡの
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事務総長へのレターにも書かれております。 

 同様のことが、ＡＳＭＥが福島事故に関してつくりましたレポート及び、そのレポート

に基づいてNew Nuclear Safety Constructという概念をＡＳＭＥから示されております。

その中でも今後の重要な問題として、めったに起こることはないけれども、起こると非常

に大きな影響を及ぼすような問題について研究が必要だということが指摘されております。

これは、理念としては非常に私もはっきりそうだと思いますが、このことを具体的な研究

的なテーマとして捉えて、研究をどう進めるかというのはあまりはっきりとイメージがわ

かないわけですね。こういうことについて、ＥＰＲＩ、あるいはＥＰＲＩといろいろ協力

して研究を進められている民間、あるいはＮＲＣなどでこの問題を具体的な研究テーマと

して取り上げていくあるいはその結果として何か答えらしきものが出ているでしょうか。

もし伺えれば幸いです。 

○ウィルムスハースト 

 非常によい、しかし難しいご質問をいただきました。確かに議論は行われております。

過去数年間、研究についての議論が行われています。まず１つ言えることは、原子力安全

に関しては１かゼロかではない、安全か安全でないかという二者択一ではないということ

です。アメリカのアプローチは、規制に関してもリスク情報に基づく規制ということであ

ります。ＰＲＡの結果に基づいて規制を行うという立場です。ＥＰＲＩが当初まず貢献し

たのは、ＰＲＡの結果を見て、そして頻度が低く、しかし結果が重大であるというイベン

トに関しては可搬式の機器、日本でも使われたような、そして、米国においてもフレック

ス・アプローチで配備されているような機器が適切な対応だと。非常に定義が難しい、頻

度が低いイベントに対してはそれが有効だということをまず我々のリサーチで示しており

ます。可搬式の機器というのがそういったイベントには適切だということを我々は示して

おります。 

 それから、現在の技術水準、そして追加的な研究開発、外部事象に関して検討していま

す。洪水、氷、地震、そういったことについて研究がさらに必要だということが指摘され

ています。例えば、米国においては一部のプラントでダムの決壊の影響を受ける可能性の

あるところがあります。洪水の可能性があるということで、そういった土木の構造につい

ても研究を行っています。 

 それから、もう一つ見ているのは、電力網を強化し、そして、外部電源喪失の頻度を下

げようということです。電力網の信頼性を十分に上げて、そして、このオンサイトの電源
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が不要になるということはあり得ないと思いますが、しかし、この外部電源喪失の可能性

を低めれば、それはプラントの安全性に貢献する、寄与するというふうに考えております。

そういったところでいろいろと取り組みを行っております。 

○松浦オブザーバー 

 どうもありがとうございました。具体的に幾つかのイメージが捉えられるように思いま

す。特にその中で、ＰＲＡに基づいていろいろ考えるというのは非常に重要な示唆ではな

いかと思います。ありがとうございました。 

○安井座長 

 ありがとうございました。それでは、豊松様、お願いします。 

○豊松オブザーバー 

 ありがとうございます。関西電力の豊松でございます。ウィルムスハーストさんに少し

ご質問をしたいと思います。ＰＲＡについて、日本の場合はメーカーが、ベンダーさんで

すね、三菱さんとか東芝さん、日立さんがコードについても習熟し、それで規制側にも説

明し、入力データとか入力するいろいろなやり方についてももうメーカーがやって、それ

を電力会社が使うというのが日本の今までの体制です。 

 今、我々はこれからＰＲＡをどう有効に活用していこうか、どういう体制にすればそれ

がよくできるのかという議論をしているのですが、アメリカの場合は、先ほどのご説明だ

とＥＰＲＩさんがコードを開発。コードは公開コードかもしれませんが、そのコードにつ

いて、これを使うべし、もしくは内部溢水とか火災防護のＰＲＡの手順についてもこうい

う手順を使うべきというところまではＥＰＲＩさんが責任を持ってやられて、それをＮＲ

Ｃは認めたと。その以降に各ユーザーがプラント固有のデータを入力し、全体としての計

算モデルをつくり、各電力会社が使用していると、こういうことだと思うのですが、我々

が今までやってきた体制に対して、そこが大分違うと思うのですが、そこのほうがエクセ

レントであるというところについて、ご意見あればぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○ウィルムスハースト 

 どちらのシステムがすぐれているかということを判断することはしたくはないのですが、

スピナートさんがおそらく追加でコメントをいただけるのではないかと思うのですが、主

な違いはというと、アメリカの場合は、電力会社が使っているアプローチについては彼ら

が責任を持っていて、ベンダー、あるいはメーカーに依存していないということだと思い

ます。つまり、インテリジェント、賢い顧客であるということだと思うのです。電力会社
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自身がその能力、コンピタンス、そしてまた専門知識を持って、協力会社が言っているこ

と、あるいはベンダーが言っていることを裏づけるということです。そして、自分自身が

それを理解した上で規制当局に対しても説明ができるということにしていると思います。

電力会社がそういったコンピタンシー、能力を持っているということが多分大きいのでは

ないでしょうか。 

○豊松オブザーバー 

 ありがとうございます。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、服部様からお願いしたいと思います。 

○服部オブザーバー 

 ありがとうございます。先ほどのウィルムスハーストさんの説明を聞いて、アメリカで

は産業界が非常に主体的にイニシアチブをとって研究開発を進められて、また、規制当局

との間の関係も非常に良好な中でやっておられるのはよくわかりました。その後にご説明

いただいた、ＪＡＥＡさんからの、かなり過去の日本における安全研究の反省も込めて、

これから安全研究をさらに強化していく必要があるというご説明だったというふうに理解

をしております。 

 一方、その前にあった事務局からの説明で、日本の産業界の安全研究への取り組みにつ

いてはこういうことをやっていますという説明ではあったのですが、今、産業界が安全研

究についてどういうふうに考えていて、これからどういうふうに取り組むべきというふう

に考えているか、あるいは、電力を含めた産業界の考えがあまりないのですが、ここにつ

いては、今日の資料はそういうことを目的とした資料じゃないのか、あるいは、産業界と

してどういうふうに考えているのかというのは、私はそういうのも聞きたいのですが、そ

こは何かお聞かせ願いたいのですが。 

 これは、ですから、ＪＡＥＡさんの資料はほとんどカバーされていると思います。です

から、電中研さん、あるいは電力ということであれば電気事業連合会ということで出され

ていますので、これ、どういうふうに考えられているのかということをお聞きしたいと。

あるいは、メーカーさんでもいいのですが。 

○安井座長 

 大変厳しい質問でございますが、どなたかお答えをいただけますでしょうか。どうぞ、
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豊松様。 

○豊松オブザーバー 

 軽水炉の安全研究について、やはりベースのところが、先ほどＪＡＥＡはご説明あった

けど、基礎研究を昔はここにあるＮＳＲＲ実験とかＲＯＳＡとか、我々、若いころはその

実験データを用いて、それでメーカーのコードも改良して、それで国と審査していたとい

う時代がずっとありました。今、その基礎研究の部分が、軽水炉が確立されたということ

で大分減ってきてしまったというところは、産業界では、まず産業界と機構さんも入れて

大きな課題であろうと思います。やはり我々がいつも申しているように、これで安全上の

ゴールということはあり得ないのであって、やはり軽水炉を使う上においては、やはり安

全基礎研究を、耐震の研究も含めて継続的にやっておかなければならなかったのではない

かと今思っています。 

 そういう意味で、電力の研究はその基礎研究の上に立っておりますので、少し、どっち

かというと応用研究的なところとか、主体としてやっているのは経年劣化です。経年劣化

で、我々としてはウィルムスハーストさんがご説明されたように、既設プラントについて

は、やはり安全性が確認されれば４０年以上運転すべきであると思っておりますので、ど

こに弱点があるのかという研究を続けてきていると。そこに一番、軽水炉安全研究の重点

があると思っています。あと、燃料の高度化です。これは燃料を高度化して燃焼度を上げ

ていくということ。もしくは、先ほどウィルムスハーストさんおっしゃったように、ジル

コニウムを使わないような被覆管、これはものすごくいい発想だと思いますが、そういう

方向の、少し応用研究になるのかわかりませんが、そこをやはり一生懸命やっていくとい

うのが電力業界の研究の姿勢だと思っております。 

○安井座長 

 よろしゅうございますか。次、どうぞ。 

○桐本委員 

 では、電中研の資料の方もありますので、電中研の資料に関してお話ししたいと思いま

す。資料前半のところは、今までの経緯を書けという話だったので書いていますが、まず、

資料でいくとスライドの２番目の左のところに赤枠で軽水炉安全特別研究チームと軽水炉

保全特別研究チームというのがございます。これは、説明としましては、めくっていただ

いて６ページぐらいのところに、この中でも安全特別研究チームについて書いております

が、これは２０１２年の７月にスタートしています。両方、保全のほうもそうですが、原
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子力安全も安全性向上に横断的、機動的に対応していくという目的を持って、システムの

安全評価と地震・津波・火山、火災、大気・海洋拡散技術という外部事象中心になります

が、ここの専門家を電中研の中で横断的に全部結集をして、チームをつくって研究開発を

進めるということで発足したチームでございます。 

 ですから、時間の関係で後ろの話はあまりしてはいないのですが、６ページから書いて

あるものに関しては、その中で決定論的な安全評価として、先ほどからＥＰＲＩさんのほ

うからお話も出ていますが、そのＭＡＡＰのコードの品質を高めるためのうちからのデー

タ提供であるとか、そういうものもやって、それから、各社、電力会社さんの方では今ま

でＭＡＡＰの評価はどちらかというとメーカーさんにお願いをしているような状況ですが、

うちのほうからサポートをして、各社独自でちゃんと電力の中でもＭＡＡＰが回せるよう

にというようなサポートであるとか、その中から得られた知見で、例えばＰＲＡのほうに

連動してできるようなモデルできないのだろうかといった研究をスタートしたり、検討し

たりしているところです。 

 それから、地震と津波の重畳事象の、例えばＰＲＡのモデルの検討であるとかというよ

うなアプローチであるとか、それから、ハザードに関しても、ここで書いてありますが、

ＦＤＳコードの適用性の評価であるとか、そういうような形で、特に原子力安全研究チー

ムというのは安全研究に関するものとしてうちの中でスタートしているということです。

細かい話は後ろにダーッと、言い出したらいくらでも出てくるのでやりませんが、後ろの

資料を見ていただくとして、こういう形で電中研としてはスタートしていますが、さらに

今後のワーキングの議論の内容を受けて電中研の方でさらに拡大をしてやるという検討を

今行っているところでして、こういう形で電中研としては対応しているというのが今の状

況です。 

 以上です。 

○安井座長 

 ありがとうございました。服部様、いかがいたしましょうか。よろしゅうございましょ

うか。それじゃあ、守屋様、どうぞ。 

○守屋オブザーバー 

 今のお話に関連してですが、先ほどＥＰＲＩのほうは戦略研究が６０％、それから、戦

術的なのが４０％という具合に、これもどういう仕分けをしているのかによっていろいろ

あるのだと思うのですが、お聞きしたいのは、日本側の研究機関として、ＪＡＥＡは連携
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センター等のような形をつくって、窓口をつくったりしているのですが、現在、自主的に

エリアというと比率というのはどのくらいなのか。それから、電中研も桐本さんがいろい

ろとやっていますというのはわかるのですけれども、現実、実態はそういう仕分けをした

ときにどのくらいの状態になっているのかというのがもし答えられれば。それが、どちら

かというと日本として反省する中に、やっぱり研究の軸足を、それぞれの、僕らのメーカ

ーはもちろん、当然自分たちも行っていますが、先ほどＥＰＲＩの説明がありましたよう

に、外部の連携機関とどれだけ有効に研究活動をしてきたのかというところに少し反省の

ポイントがあると思いますので、それであえて比率という意味でいうとどういうことにな

っているのかというのをお聞きしたいのですが。 

○上塚委員 

 そういう観点で私も全然資料を整理していなかったので正確にはお答えできないのです

が、私なりの感触でよければということで、まず安全研究センターに関して申し上げると、

実は安全研究センターというのは、今はっきり規制委員会、規制庁を向いています。具体

的に言うと、研究資金という意味でいくと、我々、運営費交付金というものと外部資金と

いうふうに考えておりますが、安全研究センターといえば、２５年度でいうと運営費交付

金というのはおそらく１億強、１億から２億の間。外部資金は、今は規制庁とＪＮＥＳか

らいただいているものがほとんどですから、それが多分４０億弱ということで、ここはは

っきり規制支援の研究という性格です、と今ははっきりしています。 

 それから、原子力基礎工部分に関して言いますと、ここは研究員で１５０名程度おりま

すが、当然ながら安全研究センターより多い交付金が、手厚くとは言いませんが、それな

りに配付されているという状況です。ただし、ここも実は実態としては外部資金のほうが

多いと。外部資金というのは、主に経産省からの、先ほどの数字の中にも我々の分も入っ

ています。それと、文科省の方からも入っていると。それを合わせると、はっきりわかり

ませんが、多分合わせて十数億はもらっていて、原子力基礎工学研究というところでも運

営費交付金よりは外部資金の方が多いです。 

 そういった中で、外部連携を考えると、ここは実は共同研究とは大学を相手にした共同

研究と、それから、産業界を合わせた共同研究と、それから、まれにその３者でやってい

るものもありますが、共同研究自体の数はありますが、実はリソースというか予算の関係

でどれだけの研究をやっているかというと、実は公募といいますか、経産省、それから文

科省からの外部資金でいただいたお金のほうが多いというので、そこをこなすのがかなり
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大変な状況だというのがありますので、ざっくり言って外部の連携でやっている部分と内

部がどうこうというと、基礎研究センターに関して言うと、共同研究的にやっている分と

いうのはおそらく１割といったところではないかと思います。あとは、中期計画を達成す

るために自分たちが計画を立ててやっている研究と、外部資金でとってきた研究というの

になっていますので、実は施設の利用に関しても、研究者、あるいは運転員の確保に関し

ても、今、我々が大々的に外部連携、例えばメーカーさんとか電力さんとかと外部連携で

どんどんやっていくというだけのいろいろな意味でのリソースというのは十分ではないと

いうのが率直な現状だと思います。 

○安井座長 

 桐本さん、何か。はい。 

○桐本委員 

 すいません、実は私、予算のこと非常に弱いのですが、今回も調べろと言われて結構苦

労したのですが、国からの、経産省さんとか文科省さんからの依頼の受託をしている研究

というようなものもいろいろございます。額としてそれほど大きくはないような気はしま

すが、それなりの規模のものは持っているというのは聞いております。このスライドの５

番のところでも、事業費の推移というところで大体３００億円ぐらいが、少しオーバーで

すが推移していて、その中で３分の１ぐらいが原子力関連の研究に使われているというよ

うな、大体スケール感というところでやられている。 

 役割分担という意味では、おそらく我々の認識としては、電中研の研究の内容というの

は電事連さんにも報告を大体しておりまして、電事連からのニーズに応じて、例えば電中

研のほうに要請研究という形で来るものもございますので、ある程度事業者と電中研と電

共研を受けているメーカーさんの間ではある程度の役割分担というのは多分とられている

のだろうと認識をしています。 

 ただ、ＪＡＥＡさんとか国のところで、そこはそういう形で整合性をとっているのかと

いうと、ある程度、技術者の能力も含めて、自然に何となく役割分担をしているので、き

ちんとしたコントロールをされているというようなことではないのではないかと認識して

います。 

○安井座長 

 ありがとうございました。よろしゅうございましょうか。 

 それでは、山口委員、お願いいたします。 
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○山口委員 

 ウィルムスハーストさんにお聞きしたいことがありまして、お話の中で、非常にニーズ

志向のプロジェクトとして行われているということや、国立研究所を初め、国内外のさま

ざまな研究者、機関が参加しているということもよくわかりました。ただ、そういったニ

ーズ志向の研究をしようと思うときには、いろいろ研究を構成する要素といいますか、パ

ーツというのを集めてきて組み合わさないといけないと思うのですが、例えばそういうニ

ーズとシーズのマッチングといいますか、ペアリングといいますか、そういった戦略はど

ういう形で立てていらっしゃるのですか。例えば、コーディネータなりプロジェクトマネ

ジャがそういうものをデザインするのか、あるいは、先ほど経営企画会議のようなお話も

ちょっとされたと思うのですが、そういうようなところでやるのかとか、ニーズ志向の研

究をうまくやっていくためには、適切なそういうシーズとのペアリングのようなものが必

要になると思うのですが、その考え方、進め方を教えていただけたらと思います。 

○ウィルムスハースト 

 今の質問は根本的な質問で、我々がどのように仕事をするかということにかかわります。

何か問題があって、解決が必要だと思うものがあった場合には、ロードマップをつくりま

す。つまり、全ての活動で必要なものを洗い出して、そして問題に対応しようとするわけ

です。そのロードマップをつくる中で、誰がそれをやるのかという担当も決めます。例え

ば規制当局かもしれない、ＥＰＲＩかもしれない、あるいはほかの研究機関かもしれませ

ん。役割を決めます。たくさんのプロジェクトマネジャがこういうプロジェクト計画を立

てます。そして、活動として何が必要かを見きわめて、そして、それをやるべき場所とい

うのをそれぞれのロードマップの中の個々の活動について決めます。そして、節目となる

マイルストーンを決めます。それを経た上で問題解決に最終的に到達するという道筋を描

きます。その道筋が見えた中でレビューを行います。我々のメンバーやアドバイザーの人

たちに見てもらって、いろいろと助言をいただいて、その上で間違いなく時間内に、スケ

ジュールどおりに終わるように考えます。 

 例えば参入遅れということでは、ソリューションがせっかくできてもよくないわけです。

ですから、必ずメンバーと確認をして、このスケジュールが問題ないか、そこも見ますし、

技術的に問題がないかといったことも確認をします。そして、適切な場所に担当してもら

って、そのロードマップそのものは公開されます。つまり、ウェブサイト、ホームページ

でそれを公開しますので、ＤＯＥ、エネルギー省とも、規制当局、ＮＲＣとも共有します
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ので、彼らも知っているわけです。 

 世界中の研究機関と連携をしています。緊密な連携を持って、彼らは何をやっているの

かも把握をし、彼らの活動についても把握するようにしています。また、ほかにはないと

思えるようなこともやっています。実際、スタッフの中にはテクノロジースカウト、つま

り技術を見つけ出してくる役割を担っている人がいます。つまり、このスカウトと呼ばれ

る人たちというのはネット上でいろいろと世界中の学術機関のサイトを見て、最先端の科

学、あるいは技術がどうなっているのかを見て、いろいろな領域について見てきますので、

何か研究が必要になった段階で、その分野の最先端はどこの誰かということがわかるよう

になっています。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 それじゃあ、谷口委員、お願いします。 

○谷口委員 

 質問というよりは若干感想めいたことですが、今日のＥＰＲＩのお話、あるいは前回の

ＮＥＩのお話、総じて今、我々、このワーキングがアメリカの動きを見ているわけですが、

感じることは、この前、ＮＥＩはＥＰＲＩ研究というか、そういういわゆるテクニカルな

ことについては依存していますという話があり、今のＥＰＲＩの運営の形態を見ていると、

国立の研究所といい関係をつくって動いていると。私はＥＰＲＩにもスタッフ、おられる

方は、基本的に私の認識ではプロジェクトマネジメントのプロフェッショナルが相当数い

るのだと。その人たちが中心になって、要は国研でもどこでも委託をしても、悪い言い方

をすると丸投げではなくて、やはりよく理解して、そのことについてうまくマネジメント

できる能力、そういうエクスパティーズを持っているということだと思います。 

 日本が弱いところは、案外プロジェクトマネジメント能力というのが、特にプロとして

のそのように育っている人が少ない。電中研を１つとって、研究所で、今取り組みについ

てありましたけれども、ほんとうにプロジェクトマネジメントということのプロを育てる

ことって、なかなか意識して育てないと難しい。日本はここが弱いなという感じがしてい

る。いわゆるプロフェッショナリズムというか、やっぱりＮＥＩでも役割分担、それぞれ

依存関係にあるけれども、それはやはりちゃんとプロとして役割分担をしているという意

識がしっかりしているのだなというのが感想でありまして、それと、おそらく国研だけに

依存しているのではなくて、私の見ている感じでは、さまざまなコンサルティングファー
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ムみたいなものがやはりアメリカの社会では生きていけるというか、食っていける社会に

なっている。 

 だから、国立の研究所をプロとして、エキスパートとして卒業しても、それでまた身を

立てるような人がいたり、極端に言うと電力の現場ですごい経験を積んだ人が大分前に来

られた方のようにコンサルティングとしていろいろ知恵を。だから、そういった意味でい

うと層は相当厚くて、人材という意味では日本は、これは難しいところですけれども、労

働慣行というか、ほんとうにプロとして食べていけるという、リタイアしたら、組織から

外れるともう食べていけないというのではなくて、やはりプロとして食えるような、そう

いうふうにならないと少し厚みが出ないなと。 

 これは大変な問題だけど、アメリカのまま、そのままやはり日本には持って来られない

という限界が、聞いていて私なりには思う。私もそうですけれども、組織を離れたらもう

プロじゃなくなってしまうという日本の社会。僕は電気事業にも相当現場で経験を積んだ

人、そういう人たちがどこかでちゃんと食っていけるというか、僕なんかは危機管理の世

界にほんとうに入っていったらいいのではないかと思うようなときがあります。そういう

経験を持った人。そのような、産業構造とは言わないけど、何かそのようなところの視点

を少し我々も日本も考えていかないと、そう簡単に人材というのは、つくるのには時間が

かかるし、活用というのは、大変もったいないというか、そういうことを少し真剣に考え

る必要があるのではないかというのを今日の話とか前回の話とか、この後のＩＮＰＯの話

もそうだと思います、人材という意味で見ると、いい意味での流動化も必要だし、そうい

うことを、少しこれを機会に考えていくことが安全にとっても重要なのだろうと、個人的

にはそういう感想を持ちました。 

 以上です。 

○安井座長 

 質問ではないみたいですけれども、コメントよろしいですか。 

 それでは関村委員、お願いいたします。 

○関村委員 

 ありがとうございます。ご講演を２つお聞きして、そこでの議論をお聞きして、少し前

回のワーキングでお話ししたことを踏まえて意見を述べさせていただくべき点があるかな

と考えました。まず、先ほど戦略的な研究、戦術的な研究の割合はという話があったので

すが、それらに対するお答えの一部で、そもそも研究資金がこうであるからという議論が
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ありましたが、やはり研究資金の出どころ等がどうであるから研究すべき課題、研究開発

の構造が決まると、これはやはり本末転倒であろうというふうに考えるべきだろうと思い

ます。研究すべき課題、研究開発の目的があって、そこに長期的な課題があり、短期的な

課題ができてきて、その構造をきちんと明らかにしていく、そういう議論をする。先ほど

谷口委員の話では、そういうマネージをしていくような人材、当然必要であり、その中で

連携のあり方というのを課題ごとに、あるいはもう少し大くくりにしながら見ていくと。

これが日本に適したものが何なのかということをきちんと探していくというのがここの課

題の１つであろうと思います。 

 したがって、こういうことをきちんと進めていくようなあり方というのが、前回はロー

ドマップとか技術戦略マップというお話でしたが、先ほどのＥＰＲＩも同様な形でお話を

しておられたということかなと思っています。 

 日本の場合は、それがどういうものであるべきかという議論はこれからも深めていく必

要があるというふうに思いますが、そこで質問をさせていただければというふうに思いま

すが、ＥＰＲＩとしてロードマップというふうに言えるものがパブリックなものであると

いう話を先ほどもいただきました。例えば１４ページ目の資料ですと、これは単純な形で

研究の分野、プログラムを示したものというふうに理解をしています。しかし、もしきち

んとロードマップがパブリックなものになっていくのであれば、もう少し理解しやすい形

で示していくということは私に必要であろうと思っています。それはＥＰＲＩが担ってい

くべき役割なのか、それともアメリカの中では違う機関が担っていくべき役割があるとい

うふうにお考えなのか、この辺についてのご意見をウィルムスハーストさんにお伺いでき

ればと思います。 

○ウィルムスハースト 

 今おっしゃったスライドというのは、ロードマップと呼んでいるものではありません。

大体、今７０ぐらいのロードマップが原子力部門でありまして、それぞれのロードマップ

で技術的な問題が取り上げられています。つまり、解決しなければいけない技術的な問題

が掲げられていて、そして、複数ページにわたって書かれたものがあって、そして、複数

の組織がかかわって複数年にまたがってのプロジェクトということになっています。そし

て、どういう研究が必要なのか、誰がそれを担当するのか、いつ終わるのか、それから、

資金はそれぞれのステップごとにどこから来るのか、それらがどうつながるのか、そうい

ったことが全部書いてあります。ですから、我々の責任としては、そういった明確なロー
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ドマップをつくること、それを使って我々の研究がほかの研究所等々の連携ができるよう

なものにするということです。ほかの研究所もまた自前のそういうロードマップを持って

いるでしょう。エネルギー庁もそうです。ですから、彼らも自分たちのロードマップと我々

のものをつないでいくという形でコーディネーションしていく、お互いにコーディネーシ

ョンしていくということです。ですから、先ほど示されたこのスライド、これは何も我々

のロードマップそのものをあらわしているものではありません。 

○安井座長 

 詳しくはまた後ほどコンタクトをしていただければと思いますが。 

 すいません、大分時間が遅れて。一言だけ。 

○上塚委員 

 関村委員から、極めて本質的なことをコメントといいますか、そういったご意見をいた

だきましたので、少し先ほどの補足をしたいんですが、基本的に我々の研究機関の性格と

しては、中期計画というので与えられているということで、それは中期計画を立てるまで

に十分な議論、それは国も含めて、産業界も含めて何が大事でということ、これは前回も

例えば日本原子力学会等々、学会の場を通じたいろいろな技術マップとか戦略マップとか

何かを、そこで十分な議論がなされていれば、そこで多分問題なくそれが中期計画等に取

り込まれるという形になっているのだと思います。そうであれば、いわゆる我々が独立行

政法人としてやる研究というのは、日本の中で十分議論された上での計画になっていると。

それが理想的な形だと思います。 

 それと、私が予算とか資金の性格でと申し上げたのは、要は例えば規制庁、あるいは経

産省からの外部資金でやっているというのは、それは基本的には国の中で議論されて、こ

れが必要な研究だということで位置づけられているというものに対して、我々がその研究

機関としてポテンシャルを十分生かしてそれにも取り組むという形でやっているので、そ

の戦略、戦術という観点と、私、先ほどの外部連携という形でお話をしたのですが、ただ、

おっしゃるように確かに戦略、戦術というのを含めて何を研究するか、何に力を入れてい

くべきかというのは、やはり申し上げましたが、日本の中での連携というのが極めて不十

分だというので、我々が本来やるべき仕事というのは、ほんとうの意味ではそういうもっ

と強い位置づけでやっていきたいと思っています。 

○安井座長 

 ありがとうございました。１５分ほど時間が延びてしまいました。ウィルムスハースト
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様、大変ありがとうございました。（拍手） 

 ちょっと遅れておりますが、続きまして、スピナート様からのプレゼンテーションをい

ただきたいと思います。ＩＮＰＯにおける産業界の自主的安全性向上に向けた取り組みと

いうことでございます。よろしくお願い申し上げます。 

○スピナート 

 皆さん、こんばんは。ワーキンググループの皆様、このたびＩＮＰＯを招いていただき

ありがとうございます。皆さん、聞こえますか。スライドが消えてしまいました。聞こえ

ますか。 

 改めまして、このたびはＩＮＰＯをこのワーキンググループにお招き、ありがとうござ

いました。これまでもＩＮＰＯのことを議論してくださっていたというふうに伺いました

が、まだ答えが出ていないことについて答えをしたいと思って参りました。 

 今日の内容ですが、アメリカの業界、スリーマイル島の事故の後の経験、それから、こ

のＩＮＰＯが設立されるようになった経緯について説明していきます。３つのテーマを取

り上げますけれども、まずアメリカの原子力業界が直面したこのスリーマイルアイランド

の事故の後の問題がどういうものだったのか、それからまた、ＩＮＰＯが業界のパフォー

マンスに影響を及ぼすことがなぜできるようになったのかという話、それからまた、原子

力業界の今日の課題ということで、先を見通した話をしたいと思います。 

 皆さんの中で、６０年代からも原子力で働いているという人、手を挙げていただけます

か。６０年代からこの業界にいましたという人、手を挙げてください。じゃあ、７０年代

は。私は１９７１年からこの業界に入りました。ということで、初期の原子力の歴史、ア

メリカの場合は６０年代の半ばから７０年代の最初というのはほんとうにエキサイティン

グな時代でした。よく当時言ったのですが、原子力というのはあまりにもメーターが要ら

ないぐらいの安さということで、無尽蔵の電力源になるということ、それから、石油はも

う要らない、それにかわるものだと。７０年代の石油の高さ、覚えていらっしゃると思い

ます。そして、多くの人たちがこの業界に入りました。そして、迅速に伸びていった、そ

ういった時代でもありました。 

 でも、原子力というのは電力の発電源として石油にかわるものとしか見られておりませ

んでした。そして、複雑なところですとか、あるいは非常に妥協を許さないスタンダード、

基準が必要だということは認識されておりませんでした。今はもちろん原子力というのは

特殊だということはわかっていますが、当時はそういう認識がありませんでした。 
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 それが大きく変わったのが１９７９年３月２８日、朝４時のことでした。最初は非常に

マイナーな二次系の過渡事象がありました。しかし、それが炉心の部分的な溶融というふ

うになってしまったわけです。これは第２号機の話です。これはスリーマイルアイランド

での事故で、そして、人々はそれに恐れをなして、そしてそれまでの原子力に対する非常

に興奮を覚えたあの状況はあっという間に消えてしまいました。なぜ起こったかといいま

すと、運転が非常によくなかったということ、標準、水準が低かったということ。それか

ら、トレーニングも十分でなく、特に運転が。それから、プラントのデザインも弱くて、

緊急時対応も弱く、運転経験も活用されていなかったということです。 

 人体に影響はありませんでしたが、この業界に対する大きな影響がありました。つまり、

たくさんの建設計画が頓挫してしまい、たくさんのお金が既に投じられていましたが、建

設の途中でそれをやめてしまうといったことで大きな損を出してしまい、何よりも、人々

の信頼を損なうことになってしまいました。当時のカーター大統領がジョン・ケメニーさ

んを大統領直属の委員会の委員長に任命をしまして、そこでリコメンデーション、幾つか

の勧告を出しました。 

 そして、それがＩＮＰＯのプログラムにつながっていくわけですが、エクセレンスとい

う基準をつくって、そしてそれを実践していくということなのです。つまり、どういうこ

とかというと、規制を満たすということはもちろん必要なのだが、それだけでは安全は担

保できない、十分ではないという認識です。それからまた、エクセレンスというのはとに

かく絶えずより上を目指していく、そういうものである、それが必要であるという認識。 

 それから、安全文化というのがその業界全体で必要であるということが認識されました。

それから、運転経験の報告及び分析が必要であるという認識です。このＴＭＩの前に、実

はオハイオ州のデービス・ベッセプラントでも似たような過渡事象があったわけです。こ

れは電動弁の逃がし弁の問題があったわけですけれども、これについては状況を把握した

運転員がとめることができて大事に至らなかったわけです。ですけれども、そのことが共

有されなかったということです。つまり、情報共有がされなかったがゆえに、それをＴＭ

Ｉの防止につなぐことができなかったわけです。 

 ということで、大事な勧告の１つとしてこの委員会が出しましたのは、コミュニケーシ

ョンが必要であり、また、運転経験をよく共有しなければいけないということです。世界

中で見回しますと、まだまだ運転経験が十分活用されていないところもあります。これは

ＷＡＮＯがまだ足りないというふうに、最近、評価の結果、認識したところでもあります。
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ということで、委員会のほうから幾つか勧告が出たのですが、トレーニングプログラムの

認定をしていこうということです。そして、トレーニング、資格認定については非常に厳

しい基準を設けようということ。それからまた、単に中央制御室だけにとどまらず、保全、

エンジニアリング、放射線防護、化学の人たち、それも含めた形にしなければいけない。

それからまた、トレーニングとして、プラント個別のシミュレータでトレーニングをしな

ければいけないということです。昔は本物のシミュレータがなくて、段ボール箱でつくら

れたようなものがあって、それを見たことがあるのですが、特に当直長で知識豊富の方が

別のサイトに行ってシミュレータのトレーニングに行ってしまっていたということがあり

ました。その人との連絡がつかなかったと。つまり、自分のところにないのでほかのとこ

ろに行かないとシミュレータトレーニングが受けられないというような状態で、そういっ

たときに事故が起こったということがありました。 

 １９７９年の１２月にＩＮＰＯが設立されました。当時はまだビジョンはなかったので

すが、今日のビジョンというのはこのようになっております。その重要な部分としまして

は、かなり上を目指したものなのですが、ほかの人たちがこのように我々を見てもらいた

いという内容になっております。ＩＮＰＯはグローバルな基準を設定しなければいけない、

つまり、アメリカの基準ではなくてグローバルということです。もちろん私たち、自分た

ちの力だけではそれはできません。世界中から一番いいものをとってきて、それを取り込

んで、ＷＡＮＯとも共有をして世界中と協力するということです。そして、自分たちにエ

クセレンスを求めると同時に、ほかの人にもそれを期待するということです。先ほど通訳

にも説明しましたが、私は、私自身に良いプレゼンテーションをすることを課すので、皆

さんに対してもＩＮＰＯを良く理解していただくことを期待します。また、通訳はいい仕

事をしてくれると思っていますけれども、それを一方的に求めることができないというこ

とです。自分にもそれを課す、そして、他者にもそれを求めるということ、両方が必要だ

ということです。 

 そしてまた、このエクセレンスというのはやはり自発的なものでなければいけないとい

うことです。ですが、メンバーになるからには、自分たちはエクセレンスを追い求めると

いうことを約束することが必要です。長年にわたってＩＮＰＯのミッションというのは、

エクセレンスを商用プラントにおいて最高水準の安全性と信頼を推進するという形で推進

するということを掲げてきました。１８年ぐらい前になりますけれども、ちょっと言い方

を変えました。昔は電力を生み出している発電プラントという言い方をしていましたが、
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商用プラントというように呼び方を変えました。カナダのほうのプラントでは、発電はし

ていても、医療用のアイソトープを生み出すためのものもありました。そしてまた、英国

のほうのメンバーで再処理をしているところもあったので、商用プラントというふうにこ

こでは呼び方を変えています。 

 そして、中核となる我々の活動ですが、評価を行います。ピアレビュー、皆さんご存じ

だと思いますが、ＩＮＰＯの評価を受けるということです。そして、エクセレンスの基準

に照らして評価を行うということです。パイロットの評価を最初に行ったのが１９８０年

の頭のことでした。パイロットの評価を４カ所ぐらいでやりました。８０年の秋に全面的

な評価を行うようになりました。大体９名の評価者によって構成されるチームでした。分

野としては運転、組織の有効性など、幾つかの分野に絞られていました。今は２０人から

２５人でチームを編成しておりまして、全ての分野をカバーしています。ニールさんが運

転のエクセレンスという話をなさいましたけれども、私たちはサイト全体を見ています。

運転の部門だけではなくて、サイト全体を対象にして評価を行っています。 

 評価が始まったのは、もともとはチェックリスト的なものでした。でも、それはだめだ

とすぐ気づきました。これだと規制当局と同じではないかと思ったわけです。そこで、パ

フォーマンスベースの評価に切りかえました。大半の時間は現場に出ていろいろな仕事、

例えば中央制御室にいる運転員、あるいは保全の作業員がやっている仕事を観察するとい

うことに割くようにしました。スキルの高い評価者が自前の人たち、３分の１ぐらい、別

の３分の１が出向で来てくれている人、残りの３分の１は電力会社で働いていて３週間の

評価期間だけチームに加わるという形で、３分の１ずつ立場の違う人たちが１つのチーム

を編成しております。 

 ＩＮＰＯのクレディビリティを高めることになったのは、こういう評価をして大体三、

四年たってからですが、主任原子炉運転員に評価のピアという形で加わってもらいました。

主任原子炉運転員の人にかかわってもらうことによって、クレディビリティ、信憑性が高

まったということです。特定の分野、分野横断的な側面からも評価を行います。全ての発

電所が２年に１回評価を受ける形をとっております。そしてまた、シミュレータでのパフ

ォーマンス向上も評価をします。それから、出口会議というのが最終日に行われますけれ

ども、最高原子力責任者（ＣＮＯ）、例えば八木社長のような方々が出るわけです。最高経

営責任者（ＣＥＯ）ですけれども、ある発電所のあるプラントが対象であれば、そのトッ

プ、ＣＥＯの人が出口会議に出るということになります。そして、評価、評定をするわけ
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です。これは私たちＩＮＰＯのＣＥＯが１から５までの段階の評価を決めて、それを相手

の電力会社のＣＥＯに出すということです。１が一番高くて５が一番低いのですが、そう

いった評定を出します。 

 ２つ目の分野として取り組んでいるのが分析・情報交換ですが、先ほども言いましたけ

れども、デービス・ベッセ発電所での事象というのがＴＭＩの運転員と共有されていなか

ったということがありました。ＩＮＰＯのある部門で世界中の運転経験を集める専門の部

隊があります。アメリカの発電所の場合は年間７０件ぐらい事象を報告します。あるいは

年間にしますと７,０００件ぐらい、データベースにそれが入ります。世界中、ＷＡＮＯで

は４４０ぐらいの号機がありますけれども、実は１,２００から１,５００件ぐらいしか１

年間にＷＡＮＯのほうでは集まらないということで、これはまだＷＡＮＯの改善が必要と

している分野だと思います。そういった形でデータを集めて、業界に対してまた情報を提

供するという形をしております。 

 それから、支援を行う部門もあります。業界からもご支援をいただいております。小さ

なことから非常に大きな問題まで、発電所が必要としているものについての支援を提供し

ます。それからまた、その同じチームの一部で、アウトライヤーと我々が呼んでいるよう

な例外的に非常にパフォーマンスが低いプラントに支援を提供するということをします。

アメリカにも常に非常にほかよりも劣っているようなプラントがあります。ですから、そ

こを何とかしなければいけないということで、この特定のグループは、そういったパフォ

ーマンスが振るわないところに注力するということを仕事にしています。 

 それからまた、トレーニングを体系的に行うということで、訓練とか認定の分野に取り

組んでおります。そしてまた、上層部、ＣＥＯとか取締役、あるいは発電所長とか、それ

に準ずるような人たちを対象にしたトレーニングというのもやっています。 

 そのような中核となる活動以外にも、ＩＮＰＯは業界のニーズに対応すべくいろいろな

ことをやるようになりました。例えば米国の原子力訓練のアカデミーの役割を果たしてい

ます。そして、リーダーシップ、つまりトップレベルの方々のための教育訓練を行ってい

る。それからまた、緊急時対応の能力を福島の事故の後、高めるということをしましたし、

また、緊急時対応の施設というものも新たにつくりました。これは業界に使っていただけ

るようにということです。それから、ＥＰＲＩなどもかかわるところですけれども、サプ

ライヤーのパフォーマンスを高めるということにも力を入れております。ご存じでないか

もしれませんけれども、ＷＡＮＯのアトランタセンターというのは法的にもＩＮＰＯの１
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つの部門のような形です。ＩＮＰＯの２５人ぐらいのメンバーはＷＡＮＯのアトランタセ

ンター担当になっているわけです。そして、８人ぐらいが国際担当ということでＷＡＮＯ

のサポートをしております。ピアレビューなどを手助けするということで、ＷＡＮＯはか

なりの部分、ＩＮＰＯがサポートしております。ＷＡＮＯの９０％の文書というのは実は

ＩＮＰＯがつくったようなものだったりします。それからまた、国際プログラムというこ

とで、世界中のプラント７５％以上はかかわっているという話がありましたけれども、例

えばＪＡＮＳＩ、そういったところもここに該当するわけです。 

 これが今日のＩＮＰＯということで、２５社が実際に運転事業者としてメンバーになっ

ておりまして、運転しているのは１００基です。号機数にしますと１０４基ですが、クリ

スタルリバーが格納容器の問題、サンオノフレ１、２機がＳＧの問題等、キウォーニーが

経済的な問題で合計４基が停止しています。それから、サマー２、３号機、ボーグル３，

４号機、ワッツバー２号機の合計５基が建設中です。そして、国際的なメンバーが２６社、

サプライヤーのメンバーが２８社です。 

５００人ぐらいＩＮＰＯの社員がいます。３８８人は恒久的なプロパーです。そして、

６６名が出向ということです。これはエンジニアで、日本からのリエゾンのエンジニアが

３人いらっしゃいます。出向という扱いになっています。それからまた、コントラクター、

協力会社からの人たちというのが４０人ぐらいいます。これは２０１４年の予算の額、こ

こに書いてあるとおりです。 

 これはそれぞれの関係をあらわした図ですが、ウィルムスハーストさん、それからトニ

ーさんもその組織について説明をしてくださったと思いますが、どうやってＮＥＩ、ＥＰ

ＲＩ、ＩＮＰＯが連携しているか、特にそれをあらわすのがニールもメンバーだった福島

ステアリングコミッティという運営委員会の例を見ればわかりやすいと思います。非常に

高いレベルのＣＥＯとかＣＮＯ、原子力のトップの人たちが集まって、ＮＥＩとかＩＮＰ

Ｏのトップの人たちもそこに来て、この福島の事故にアメリカの業界としてどう対応しよ

うかということを議論しました。たしか６月くらいだったので、ほんとうに直後だったと

思います。それが連携の１つの大きな具体例になると思います。 

 ＮＲＣとの関連でいいますと、これは皆さんご存じかわかりませんが、福島の後のこと

ですが、実はＴＭＩの事故の後、ＮＲＣというのは非常にたたかれました。非常に非難の

的になりました。議会からもメディアからもたたかれて、また、一般公衆からもたたかれ

てということです。ですから、その一般市民の信頼、クレディビリティを取り戻すために、
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業界と非常に協力し合っているようなイメージはよくないと思ったのでしょう。というこ

とで、距離をとりました。ＮＲＣとＩＮＰＯの初期の時代の関係というのは、時になかな

か難しいものもありました。お互いにこづき合っているような、どっちの方に権限がある

のだというようなことを競い合うようなときもありましたけれども、パフォーマンスのレ

ベルとしてＮＲＣの要件を上回るものを求めるということで、非常に緊張が高まりました。

ＩＮＰＯというのは規制だけでは十分ではないと。エクセレンスが必要だと考えました。

そして、あまりにも細かくこうしろ、ああしろというふうにＮＲＣが規定をすると、エク

セレンスではなくてほんとうに規制を守るだけになってしまうのではないかとＩＮＰＯの

側は恐れました。 

 このような内在的な障壁はありましたが、両者は満足のいく、非常にうまくお互いに仕

事ができるような関係を構築することができました。つまり、独立性はありますが、お互

いに補完し合うような、そういう関係をつくることができました。覚書（ＭＯＡ）を結び、

毎年１回、シニアマネジメントのトップレベルのミーティングも開きます。今年は２日後

に実は開かれますが、ＮＲＣの上のレベル、運営総局長（ＥＤＯ）とか、我々の側のＣＥ

Ｏとか、エグゼクティブと呼ばれるような人たちがミーティングに出ます。それからまた、

幾つかの分野、例えばトレーニングとか運転経験、あるいは新設プラントの分野、そうい

ったところでのミーティングもルーチンで開かれています。実際にＮＲＣに出向いていっ

て議論をしたりということで、いろいろなプラントの話を議論します。という形で、ＮＲ

Ｃとのやりとりを持っています。 

 初期の時代、ＩＮＰＯはさまざまな課題に直面していました。まず、信頼される組織に

なるという課題がありました。ＪＡＮＳＩの方、業界の皆様はこういった課題はよくご存

じだと思います。今、皆さんが直面している問題と同じです。多くの電力会社は変える必

要がないと考えていました。スリーマイルアイランドというのはメトロポリタン・エジソ

ンの問題だと考えていました。つまり、中部電力、関西電力の方が、あれは東電の問題だ

というのと同じです。しかし、当時、アメリカの電力会社の幹部はそのように考えていま

した。自主規制をこれ以上増やす必要はないと考えていました。しかし、何人かの業界の

リーダー、例えばデューク・パワーのビル・リー、あるいはジェームズ・オコーナー、コ

モンウェルス・エジソンの幹部、こういった人たちがこの業界が生き残るためにはＩＮＰ

Ｏが必要だということを理解したわけです。 

 ＩＮＰＯは、まず初期の段階でその信頼性を示す必要がありました。そして、この存在
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によってそのパフォーマンスが上がるということを示す必要がありました。この信頼とい

うのは業界のリーダーから与えられるものでもあったわけです。彼らのサポートを得ると

いうことが重要でした。また、優秀、有能なスタッフを確保する必要がありました。経験

があって、技術的な能力のある人たちが必要だったわけです。問題を理解して、適切にそ

れを説明できる人材が必要だったわけです。いろいろと当初は問題がありました。電力会

社は優秀な人を最初は出したがりませんでした。一部の電力会社はキャリアの最後に来て

いる人たち、あるいは雇ったばかりの人たちを送り込んできました。そこで、ＣＥＯに対

して優秀な人材を送るようにと要求をしたわけです。実際、その後、優秀な人材が提供さ

れるようになりました。そういった人たちは、実際会社に戻ると、いろいろと有益な知識

を得て戻ってくるということを電力会社も理解したわけです。 

 ＩＮＰＯの初期の時代、特に私が入ったころ、５年残ってくれますかとよく聞かれまし

た。というのも、業界に戻るという前提があったからです。しかし、９０年ごろにそれを

変えなければならないということを認識しました。つまり、中核となるスタッフが必要だ、

評価の専門家が必要だという認識に至ったわけです。そこで、今は３分の１ずつ、いろい

ろな背景の人たちが集まっています。優秀なスタッフがＩＮＰＯにいますので、適切な評

価ができる。システムの専門家がいるので我々は業務が行えるわけです。サイトのバイス

プレジデントだった人たち、あるいはそれよりも高い位の人たちで、ＩＮＰＯに来てチー

ムリーダーの役割を果たそうとしたができなかったという人もいます。というのは、問題

を理解してＣＥＯにそれを伝達するという能力を備えていなかった、あるいは批判的な視

点を持っていなかったということで、できないという人もいました。ですので、この役割

を果たすということは非常に困難なことでもあるわけです。 

 正式なプログラム、プロセスも確立する必要がありました。再現可能な評価プログラム

などを確立する必要がありました。それから、正しい措置を導入するということも必要で

した。進捗を示してパフォーマンスを区別する、その差を明らかにするということも必要

でした。パフォーマンス評価のプロセスを８３年に開発しました。ＩＮＰＯはプラントの

評価をみずからやるということはしたくないと考えました。しかし、理事会のほうからや

ってくれと言われました。そこで、８３年にプラントの評価を始めました。３層のシステ

ムがありまして、あるいは評価が３つに分かれたわけです。中位か平均以上、平均以下、

この３つの評価が与えられました。発電所の参加、コミットメントに基づいて、この評価

の結果、ＩＮＰＯのマネジメントの判断を加えてそのような評価をしたわけです。このラ



 -49- 

ンキングのシステムというのは、組織がＣＥＯ、メンバーに対する説明責任を負うという

ことについて重要な役割を果たすようになりました。それから、パフォーマンスの改善を

刺激することにもなったわけです。これについてはまたピアプレッシャーのところで話を

します。 

 ということで、８５年までにはこの評価プロセスは５段階の評価になりました。１が最

も優秀、５が最も低位という評価基準を導入しました。それから、５年間の目標を業界の

パフォーマンスに関して導入しました。ニールのほうからそのチャートが示されましたが、

その最終的な目標というものがあったわけです。業界、ＩＮＰＯは５年ごとに新しい目標

を設定し、数多くの指標を開発しました。 

 それから、エクセレンスの文化を確立する必要がありました。最高水準の標準とプロフ

ェッショナリズムを導入する必要がありました。ＩＮＰＯのスタッフは非の打ちどころの

ない水準を達成していなければならないと我々は言ったわけです。 

 ２０１０年にメキシコ湾で原油の流出事故がありました。そして、オバマ大統領はディ

ープウォーター・ホライズンの原油流出事故を捜査するための委員会を設定しました。２

００５年から２０１２年にＩＮＰＯのＣＥＯだったジム・エリス、ＩＮＰＯの前ＣＥＯ兼

ＷＡＮＯ会長のザック・ペート博士が証言を求められました。ＩＮＰＯがＴＭＩにどう対

応したのかという説明をしたわけであります。ＩＮＰＯがなぜ成功しているのか、５つの

要素をそこで指摘しました。ここに示している５つです。まずはＣＥＯ、トップのコミッ

トメント、２つ目が安全性重視、３つ目が業界のサポート、４つ目が結果責任、５つ目が

独立性です。それぞれについて説明します。 

 まず、最高責任者、ＣＥＯということですが、ＩＮＰＯの権限というのは理事会によっ

て与えられています。法律とか倫理とか家父長制によって権限が与えられているわけでは

ありません。理事会によって権限が与えられているわけです。そして、その理事会には１

２人ぐらいのＣＥＯが理事として名を連ねていて、彼らはこの設備容量の７５％ぐらいを

代表しています。ですので、各社のＣＥＯが直接活動に参加しているわけです。理事とし

て理事会に参加している、そして、ＩＮＰＯのプログラム、活動に完全に参加します。ま

た、プラントで評価があるときには、その最終ミーティングに出席します。そして、実地

の調査も行います。 

 ＩＮＰＯの会社評価の活動にも参加します。ＩＮＰＯの理事会という話をしましたが、

１回置きの理事会でプラントのパフォーマンスについての話をします。各ＣＥＯが説明を
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するわけです。どこかのプラントの成績が悪いということになると、その理事会のほかの

理事がどうやって改善するのだということを問いただすわけです。お互い各発電所のパフ

ォーマンスについて検証し合うわけです。それから、年次のＣＥＯカンファレンスという

のがあります。１日半ぐらいの会議です。ニールさんも出席されました。米国の各社のＣ

ＥＯが参加します。ＮＲＣの委員もほとんど全員が出席します。スタッフもです。 

 それから、原子力最高責任者もほとんどの会社から参加します。そして、一般向けのセ

ッションもありますし、エグゼクティブセッションというのがあって、我々のＣＥＯがそ

れを主導します。各社のＣＥＯが出席して、これは非公開のミーティングとなります。全

てのプラントの評価の結果がそこで共有されるわけです。全てのＣＥＯは、１から５のス

コアでどこに位置しているのかということを知るわけです。これは公開しませんが、ＣＥ

Ｏには示します。ＣＥＯの中でパフォーマンスの悪いプラントだということを指摘された

ＣＥＯは、ＣＮＯに、つまり、八木さんが豊松さんにそのパフォーマンス、どうやって改

善するんだということをすぐ問いただすことになるわけです。来年はあそこの会議で恥を

かかさないでくれということで改善を命ずるということになるわけです。以上、ＣＥＯの

参加ということについて触れました。 

 次、原子力の安全性重視ということですが、我々、長年いろいろな活動に参加を求めら

れました。しかし、原子力安全にかかわらない活動には原則として参加しないという姿勢

をとっています。安全性というのは心構えの話であって、常に改善をしなければならない

ものと理解しています。もちろん法の遵守というのは必須ですが、エクセレンスを達成す

るためにはさらなる努力が必要です。 

 それから、業界のサポートというのも不可欠です。各発電所は標準を取り入れ、評価を

受け入れ、レビューを受け入れるということが必要です。そして、最も優秀な人たちを送

り込んでもらう必要があります。実際、それができています。２年ごとに評価を受け入れ

ます。また、指摘された事項に関しては対策をとるということが求められています。とい

うことで、業界全体が集まって問題解決に当たるわけです。議論するよりもどんどん直し

ていくということです。さまざまなリソース、サイトリーダーなどをアドバイザー、ピア

として提供してもらいます。 

 それから、ＣＮＯの関与ということについて先ほど触れませんでした。ご存じの方もい

らっしゃると思いますが、昨年９月、ニールと私と米国の各社のＣＮＯが集まって日本の

ＣＮＯの皆様とお話をしました。福島第一、第二も訪問しました。日本の同僚の方々との
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間の議論で、米国でどのようにお互い協力し合ってパフォーマンスを上げているかという

説明をさせていただきました。 

 次、アカウンタビリティ、結果責任ということですが、アカウンタビリティというのは

興味深い問題です。一部の言語ではなかなか訳しにくいと聞いています。先週の例をとっ

てアカウンタビリティの説明をしたいと思います。先週、アトランタで吹雪がありました。

２インチほど雪が積もりました。３日間、その都市が麻痺してしまったんです。それが起

きた後、政治家や市の幹部、州の幹部はテレビに出て、まず、気象学者の責任にしたわけ

です。記者は、過去のテープを掘り起こして天気予報は当たっていたということを示した

わけです。市や州の幹部は、１２時ぐらいに政府の全ての当局、学校、企業はもう閉鎖し

て、嵐が来るので帰宅するようにと命じたわけです。何が起きたか。全員が同時に帰宅し

ようとして道路が混雑したわけです。私の場合、通常２０分かかるところが３時間かかり

ました。それから、私のバイスプレジデントは１時半にハーツフィールド空港に到着して

家に帰りつくまで、通常１時間のところ１４時間かかりました。 

 なぜこういう話をするかというと、これはアカウンタビリティとどう関係あるんだと思

われるかもしれませんが、アトランタの市長がテレビに出て、高速道路は私の管轄外であ

る、それは州の管轄だと言ったわけです。州知事は気象学者に責任をなすりつけていた。

誰も我々は過ちを犯した、こうやって直すということを言う人がいなかったわけです。そ

れを言うということがアカウンタビリティを持つということです。この緊急時対応に関し

てレスポンシブルであった、責任があった、しかし、何かうまくいかなかったときに、こ

れは自分の責任だ、こうするべきだったということを彼らは５日たつまで言わなかった。

そういったことができるか否かということがアカウンタビリティということであるわけで

す。 

 ＩＮＰＯに関してどういうことかというと、ＩＮＰＯのレポートは機密扱いであります。

パイロットフェーズでは機密にしませんでしたけれども、すぐわかったことは、プラント

の人員は、その報告書を規制当局あるいは国民に公表してしまうと、なかなか情報を出し

てくれないということでした。ということで、このようにしています。訴訟も提起されて

いますが、何度もこのやり方が認められています。各発電所に対しては、この結果を提供

してくれと言っています。最終的にまとめた報告書だけはＮＲＣに提出します。というこ

とで、ＮＲＣはその結果については認識しています。しかし、コピーはできないようにな

っています。ＮＲＣとの間ではしょっちゅう連絡をとっていますので、どこが心配される
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ところかということはお互い理解しています。我々が指摘する事項に関しては対応がとら

れることが期待されています。ピアプレッシャーもあります。つまり、他社からの圧力で

す。我々は率直に指摘をします。そして、言いわけは許しません。ほかのプラントでも同

じ問題があるとか、多くのプラントでこういった問題があるものだとか、そのような言い

わけは受け付けません。 

 独立性ということ。ニールのほうからもＥＰＲＩの独立性の話がありました。ＩＮＰＯ

も独立性を維持するということが非常に重要です。もちろん業界全体のサポートがあって

我々は存在しているわけですが、しかし、どの１つのメンバーからも独立しています。メ

ンバーに対しては業界全体の利益を代表して責任を追及することができます。そして、特

定のメンバーに対して特別な配慮をすることはありません。ＮＲＣ、ＤＯＥからも独立し

ています。補完的な役割は担っていますが、独立しています。有能なＮＲＣというのは重

要ですが、彼らは別のプロセス、別の最終状態を持っています。我々は国民からも独立し

ています。原子力業界の代表でもありますが、それはＮＥＩの役割です。我々は独立して

いることで信頼を確保しています。国民と直接やりとりをすることもしません。国民に説

明するというのは我々の能力ではありません。そして、それをやろうとすると、我々の能

力が希釈すると考えています。ＮＲＣ、事業者は国民に対して説明責任があります。我々

は理事会に対してのみ説明責任を負っています。そういう形で独立性を担保しているわけ

です。我々の信頼はそこに依拠しています。 

 ということで、初期の段階はこういった課題があった。さまざまな障壁があったと。そ

して、ＩＮＰＯの業務確立までにはいろいろと困難もあったということを示しております。

そのような課題を乗り越えてきました。それは効果的な自主規制ということで乗り越えて

きたわけです。今日も聞かれました。自主規制というのをＪＡＮＳＩはどうやったらいい

のか、ＰＲＡに関してどうやったらいいのかということを聞かれました。ＩＮＰＯはＰＲ

Ａに関してはＥＰＲＩとは全く違う意見、あるいはＮＲＣとは全く違う意見を持っていま

す。ＰＲＡというのは有益なツールだと考えています。安全に対する影響を理解するのに

有益だと。そして、安全上の優位性、プラントの状態を理解するのに有益だと。しかし、

安全文化とかリーダーシップ、こういったものをＰＲＡは見ることができない。そういっ

た無形のものが重要だと。ＪＡＮＳＩはそこのところを十分に認識する必要があると考え

ています。炉心損傷、早期大規模放出というのが重要な最終状態であるわけですが、ＪＡ

ＮＳＩはそれ以外の最終状態についても考える必要があります。米国においては、ＮＥＩ
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がワーキンググループ、タスクフォースなどを通じて活動を推進しています。ＰＷＲ、Ｂ

ＷＲ、オーナーズグループなども関与しています。ＰＲＡに関しては妥当性が確認された

ツールが必要です。それには時間が必要です。ＪＡＮＳＩはこれぐらいであれは十分に安

全と言うことを控えなければなりません。エクセレンスを追求する必要があるわけです。

どれぐらいが十分に安全かということはＮＲＣが言うべきであるわけです。ＪＡＮＳＩは

エクセレンスを目指すべきだということです。 

 このテーマについてもう一点、ＰＲＡというのは規制上のツールであって、エクセレン

スを必ずしも担保するものではないということです。ですので、我々はほかのところとは

全く違うアプローチをとっていて、エクセレンスに注力しているわけです。ということで、

我々として目指すのは原子力安全の推進であります。原子力業界における原子力安全の追

求であります。この旅は終わることがありません。エクセレンスのためには次の地平線を

常に模索する必要があります。 

 ＩＮＰＯが現在取り組んでいる課題のリストです。本社や各ユニットの自己認識の不足、

継続的改善の不足。運転経験の活用の不足、これはいまだに十分に解決できていません。

それから、作業者の不足、能力の不足、サプライヤーの不足、外部事象に対してのレジリ

エンスの不足、それから、原子力安全及び長期的な生存性を脅かすアウトライヤーの存在

です。変化する状況に常に対応していくリーダーの能力も必要です。 

 こちらはＩＮＰＯの産業界戦略の設計です。最終的に目指すものを示しています。１０

年後にはすぐれたプラントパフォーマンスを実現したいと考えています。それから、レジ

リエンスのある組織、アウトライヤーの排除、強力なサプライヤーサポートを確立したい

と考えています。ＩＮＰＯは標準を設定し、測定し、基準と比較し、パフォーマンス改善

を支援し、自主規制に関しての権威となりたいと考えています。 

 ＩＮＰＯはこれまでに何をしてきたか。日々取り組んでいることは、ＪＡＮＳＩがこれ

から取り組むことですが、大変な作業です。これは簡単な仕事ではありません。ＪＡＮＳ

Ｉが直面する課題は、我々がスリーマイルアイランドの後に直面したものと同じでありま

す。そして、米国でいろいろといい成果も出ましたが、我々のやり方に関して、例えばデ

ビスベッセでは上蓋の劣化という問題がありました。十分に早い段階でマネジメントの問

題が指摘されていたにもかかわらず、課題が発生したわけです。その結果、ＩＮＰＯの評

価のやり方も大きく変えました。ですので、常に改善の可能性があります。この目的、基

準も書きかえました。ＷＡＮＯと協力して同じパフォーマンスの目標と基準が使われるよ
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うにということで改定をしました。 

 ＩＮＰＯは米国の原子力業界の土台をなしています。業界の中で我々は原子力安全を追

求しています。業界に対する要求が高まる中で、我々の使命は明確であります。そして、

ＪＡＮＳＩも発電所の運転員たちに対して責任を負っているということを理解していただ

きたいと思います。原子力安全ということは常に最優先事項であります。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○安井座長 

 大変ありがとうございました。 

 今のお話から、ＩＮＰＯがどのようなリーダーシップ、特に私、印象に残りましたのは

エクセレンスという言葉を日本語に訳したら一体何になるのかというようなところでござ

いました。 

 それでは、ご意見のある方、ご質問のある方、あまり時間もないのでございますけれど

も、それでは、水谷さん、お願いします。 

○水谷オブザーバー代理 

 中部電力でございます。まず、プレゼンテーション、ありがとうございました。スリー

マイル島の事故から事業者みずから自主的な規制体制によって信頼を築くということで、

我々にとっても大変勇気をいただいたプレゼンだったと思います。ありがとうございまし

た。 

 １点、情報公開についてご質問申し上げたいのですが、お話の中で、プラント評価等、

さまざまな情報を機密扱いというか、情報公開をしないという形にされていらっしゃると

伺いました。一方で、原子力事業の推進につきまして、情報公開とか透明性ということが

非常に社会的に強く要請されているのではないかと考えます。ですので、そのあたり、ア

メリカでどういう議論があったのか、あるいはＩＮＰＯの情報を機密にするということは

十分理解を得られているのか、まだ大きな議論があるホットなイシューなのか、そういっ

たことについてお伺いできればと思います。 

○スピナート 

 アメリカで特にその問題についてはもはや議論はありません。既に言いましたけれども、

いろいろと法的な訴訟などもあった上で、例えば最高裁まで行ったケースもありました。

そして我々の独立性といったものが支持されました。その理由の１つは、非常に強い規制

当局がいるということです。発電所のいろいろな事象がちゃんとＮＲＣに報告をされる、
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そして、ＮＲＣは非常にしっかりとした形で原子力業界の理解も持っているということが

あります。そして、ＩＮＰＯの手法はパフォーマンスを上げることにつながっている、発

電所のパフォーマンスを上げることができていると。別に一般に情報公開しないことによ

って、それが損なわれていないということがわかりました。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、佐治様、お願いいたします。 

○佐治オブザーバー 

 ありがとうございます。ピアレビューについて１つお伺いしたいのですが、先ほどのお

話の中で、安全のパフォーマンスを１から５までのレーティングで評価するということが

言われておられましたけれども、その高いレーティングを目指して努力するために、何ら

かの事業者のインセンティブがあると非常に有効ではないかと。なかんずく、例えば経済

的なインセンティブなんかがあると非常に有効ではないかと思いますが、そのあたりは実

態としてアメリカではどのようになっておりますでしょうか。そのあたりをお伺いできれ

ばと思います。 

○スピナート 

 はい。あります。１の評価を得たところは、原子力発電共済保険（ＮＥＩＬ）の保険料

率が値引きされる、そのようなことですね。でも、マイナス面としては、ピアプレッシャ

ー、同僚からのプレッシャーというのがあるわけです。ＣＥＯというのはお互いにサポー

トし合うという立場にあるわけですが、お互いにプレッシャーをかけ合うという存在でも

あるわけです。上を目指すためにということですが、ＩＮＰＯの役員会のほうで新たにＣ

ＥＯが２０１２年の５月に着任したのですが、アウトライヤー、つまりパフォーマンスの

低いところを何とかなくそうということをうたいました。それが我々の戦略でもあります。 

○佐治オブザーバー 

 ありがとうございました。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、松浦様、お願いします。 

○松浦オブザーバー 

 ありがとうございます。ＪＡＮＳＩの松浦ですが、我々はＩＮＰＯの活動をモデルにし
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て頑張っていこうと思っているのですが、今日は我々が心得るべきことをコンプリヘンシ

ブに教えていただいたようで、いかにもしっかりやれと言われたような気がします。 

 １つご質問ですが、independenceのところで、independent of public opinionと書いて

ありまして、これは言葉を変えていうとfree from public opinionとも考えられるんです

が、今の日本の中でこういうことを明瞭に示しますと、非常に難しい立場に立たされるわ

けでありますけれども、ＵＳＡではこういうのは特に批判の対象になることはないのでし

ょうか。 

○スピナート 

 先ほど申しましたように、初期の段階では非常にこれは難しかったです。特に我々の信

頼が確立されていない状態では難しかったのですが、我々の存在がプラントの安全性、信

頼性の向上に寄与しているということを示した後は問題がなくなりました。初期の段階で

は、さまざまな事がありました。これについては時間がなかったので先ほど触れませんで

したが、今説明しますと、当初、ＮＲＣにもプレッシャーがかかっていてＮＲＣも苦労し

ていました。新しいルールや規制を導入しようと考えており、訓練に関するルールもつく

ろうとしていていました。ＩＮＰＯと業界はそれに抵抗しました。我々が避けたかったの

は、ＮＲＣがシフトスーパーバイザーにはこれぐらいの研修が必要だと規定することでし

た。業界との議論なしにそういったことが規定されるということに反対しました。そこで、

ＩＮＰＯはワーキンググループを設定して、化学オペレーター、メンテナンスワーカー等、

全ての重要な職種に関して分析を行いました。ＮＲＣは用務員にまでルールを適用したい

と言っていましたが、我々は、それはばかばかしい、原子力安全に関係ないと指摘しまし

た。 

 当時の我々のＣＥＯは、３３年前の話ですが、まずグラウンドホッグデースピーチとい

うのをしました。グラウンドホッグデーというのは日本ではあまり知られていないかもし

れませんが、ペンシルバニア州ではグラウンドホッグというモグラみたいなものが２月２

日に穴から出てきて、自分の影を見てその年の天気を占うというものです。ＣＥＯは各社

のＣＥＯに対して、土の中に頭を突っ込んで状況がよくないと見ると６週間また戻ってし

まう、グラウンドホッグのようではいけないと指摘しました。もっと関わりをもち、なん

でもＮＲＣに決定させることのないように活動しなければならないと指摘したわけです。

そこで、このトレーニングに関するタスクフォースを設置してトレーニングのニーズを明

らかにするという作業を行いました。ＩＮＰＯはそれによって信頼を確立しました。大統
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領直下の委員会、そして、ＮＲＣもこの業界の努力をサポートしました。結果として、Ｎ

ＲＣはこの訓練に関するルールを最終的に公表しませんでした。ということで、非常に大

きな成功例となりました。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 関村先生、お願いします。 

○関村委員 

 どうもありがとうございました。ＩＮＰＯのことが大変よくわかるようになったと思い

ました。 

 １つだけ質問させていただければと思います。コアワークの中でご指摘されたエバリュ

エーションというのは、これはまさにピアレビューのことと理解をすればいいと思います。

これはＷＡＮＯでも同様な形をとっていらっしゃることから、多分エバリュエーションと

いうのはピアレビューをどのように進めていくか、こういうことだと理解をしています。 

 １つだけ質問させていただくとすれば、ピアレビューの結果をいかに活用していくか、

それについてアメリカでやられてきたことと、日本の発電所の現場、あるいはさまざまな

組織の違い、日本とアメリカの違いを考えると、ピアレビューの活用の仕方というのは、

例えばプラントごとのパフォーマンスをきちんと評価していくというようなアメリカとは

ちょっと違ったやり方もあるのではないかなと今まで考えてきたところです。もしこれか

ら日本がピアレビューのシステムをうまく使いこなしていくということができるとすれば、

どのような形でこの評価の結果を使っていくべきなのか、これについてお考えがあったら

お聞かせいただければと思います。 

○スピナート 

 質問、２つに分かれるように思いますが、第一に、ＩＮＰＯのように報告書は公表しな

いとＷＡＮＯも考えているわけです。福島の事故の後、ポスト福島委員会が、ＷＡＮＯは

もっと一般に対してオープンで透明性がなければいけないと言いました。しかし、報告書

としては機密保持を維持するということを言っています。ピアレビューの報告ですが、こ

れはその会社のＣＥＯ及びそのスタッフのためのものです。彼らがパフォーマンスを高め

るために使うわけです。ＷＡＮＯはＷＡＮＯ次第ですが、質の高いピアレビューをするか

どうかということがまず１つですね。あるいはＪＡＮＳＩもそうです。日本の発電所を対

象にピアレビューを行うわけですが、質の高いレビューが優秀なレビュアーによって行わ
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れるかどうかということが１つあります。そうであればプラントの側も結果を受け入れる

と思います。そして、行動につなげると思います。ですから、ＷＡＮＯ及びＪＡＮＳＩは、

それに対してちゃんと対応するようにと結果責任をサイト側、あるいは電力側に求めると

いうこと、彼ら次第だと思います。それによって改善が見られるのだと思います。ですか

ら、そうなると、別に公表する、しないというのはそんなに関係ないような気もします。 

○安井座長 

 それでは、桐本委員、お願いします。 

○桐本委員 

 先ほどの１つ前の質問のときの訓練の要件といいますか、ＮＲＣと安全の証明をして議

論したという話についてですが、認識が違うのかなと思ったのは、もともとここの中でも

書かれている規制遵守は不可欠で、さらにその上のエクセレンスを目指すというのがＩＮ

ＰＯの役割だと理解していくと、安全に寄与しない無駄な規制は必要ないという交渉をす

るのはＮＥＩの役割だと僕個人的には理解をしていたのですが、こういう形で評価をする

とこういう結果になったというところがＩＮＰＯだと。ＮＥＩはその後にできているので、

ＮＥＩがない段階でそういうような必要があったのでＮＥＩがつくられたと、そういった

理解でいいですか。 

○スピナート 

 そのとおりです。８０年代初頭、トレーニングの問題が発生したとき、業界の代表者と

してのＮＥＩがまだ存在していませんでした。今日、例えばベントの問題などがあれば、

ＮＥＩがＮＲＣのところに行って、議会あるいは国民の前に立って説明をするという形に

なります。ＩＮＰＯではありません。もちろんＩＮＰＯもみずからの立場は表明します。

意見は提供しますが、ＮＥＩが業界を代表してＮＲＣと、あるいは国民と対話をするとい

う形になります。 

○桐本委員 

 今、日本では、ＪＡＮＳＩもそうですし、電中研や電事連もそうだと思いますが、ＩＮ

ＰＯと逆に公開が大前提の組織のようなところも、もっとも原技協がそうだと思います。

ＪＡＮＳＩはＩＮＰＯに向けて変えているところですが、ＮＥＩに当たるようなところを

どこがきちんとやるべきか。先ほどの研究のコントロールみたいな話もそうですが、ステ

アリングを日本ではどこがとるのかというところが非常に問題だと思うので、ここら辺は

アメリカのやり方というのは参考にしたいなと思います。 
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 以上です。 

○安井座長 

 ありがとうございました。 

 大体一巡したようでございます。大変有効なプレゼンテーションをいただきましてあり

がとうございました。 

 最後でございますけれども、せっかくでございますので、今日、特にアメリカからいら

したお二人の方にプレゼンをいただきましたが、最後に我が国の原子力産業界に対して何

かご感想なりご意見なり、一言ずついただけるとありがたいと思いますが、いかがでござ

いましょうか。最初にウィルムスハースト様、それからスピナート様と。ショートフレー

ズで結構でございますが。 

○ウィルムスハースト 

 既に述べたことを再度申し上げることになりますが、コラボレーション、それから共有

することの力を過少評価してはならないということです。良好事例とかいいアイデアは一

社だけでは持っていません。オープンな形で共有をする、お互いに得意なものを共有し合

うこと、それによって業界全体としてはよくなることができると思います。 

○スピナート 

 海外からの参加者として、ＪＡＮＳＩが日本の電力を代表していただいていますが、日

本の関連の仕事というのはＪＡＮＳＩ、あるいはＷＡＮＯ東京センターを通じてやらせて

いただいています。ＪＡＮＳＩとの合意事項として、初めてですが、電力会社トップの方々

の関わり方について期待事項を盛り込みました。正直に言うとＩＮＰＯのＣＥＯは、電力

会社のＣＥＯがＪＡＮＳＩにしっかりとかかわらないようならサポートを提供しないと言

いました。日本の電力会社がほんとうにサポートを必要としており、ＪＡＮＳＩをサポー

トしているなら、ＩＮＰＯはＪＡＮＳＩにサポートを提供します。これからの道のりは非

常に長くて厳しいと思いますけれども、ＪＡＮＳＩは成功できます。ＪＡＮＳＩとＩＮＰ

Ｏが同等で、ベストプラクティス、良好事例を共有し合う関係になっていることが、私の

１０年後の目標です。 

○安井座長 

 ということでございまして、時間が過ぎておりますので、そろそろ終わりにしたいと思

います。 

 今後でございますが、本ワーキンググループは年度末に向かいまして取りまとめをしな
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くてはいけません。したがいまして、次回以降はこれまでのワーキンググループの議論を、

昨年末に整理をいたしました今後の議論の方向性に基づきまして、より内容を掘り下げて

その結論を出してまいりたいと思います。事務局がいろいろと資料を用意するということ

でございますが、あと３回のワーキンググループ開催が予定されておりまして、次回が２

月２５日、次が３月１４日、それから３月２５日と、これで終わりでございますので、ひ

とつ積極的なパーティシペーション、参画をお願いしたいと思います。 

 というわけでございまして、本日は長時間にわたりまして大変ありがとうございました。

それでは、これをもちまして、第９回目の原子力の自主的安全性向上に関しますワーキン

ググループを閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


